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平成２９年第２回中頓別町議会定例会会議録

〇議事日程（第１号）

平成２９年６月１５日（木曜日） 午前 ９時３０分開会

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 議会運営委員会報告

第 ３ 会期の決定

第 ４ 諸般の報告

第 ５ 行政報告

第 ６ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（中頓別町税条例の一部を

改正する条例 平成２９年３月３１日専決）

第 ７ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（中頓別町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例 平成２９年３月３１日専決）

第 ８ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度中頓別町国

民健康保険事業特別会計補正予算 平成２９年３月３１日専決）

第 ９ 承認第 ４号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認を求めることにつ

いて

第１０ 報告第 １号 平成２８年度中頓別町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて

第１１ 報告第 ２号 中頓別観光開発株式会社の経営状況報告について

第１２ 報告第 ３号 有限会社中頓別振興公社の経営状況報告について

第１３ 同意第 ３号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて

第１４ 同意第 ４号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて

第１５ 同意第 ５号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて

第１６ 同意第 ６号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて

第１７ 同意第 ７号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて

第１８ 同意第 ８号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて

第１９ 同意第 ９号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて

第２０ 一般質問

第２１ 議案第３０号 中頓別町民有林森林整備振興条例の制定について

第２２ 議案第３５号 平成２９年度中頓別町一般会計補正予算

第２３ 議案第３１号 中頓別町地域づくり活動支援補助金条例の一部を改正する条例の

制定について

第２４ 議案第３２号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
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いて

第２５ 議案第３３号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

第２６ 議案第３４号 戸籍事務の一部委託に関する協議について

第２７ 議案第３６号 平成２９年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算

第２８ 閉会中の継続調査申出について

〇出席議員（８名）

１番 佐 藤 奈 緒 君 ２番 長谷川 克 弘 君

３番 西 浦 岩 雄 君 ４番 宮 崎 泰 宗 君

５番 細 谷 久 雄 君 ６番 東海林 繁 幸 君

７番 星 川 三喜男 君 ８番 村 山 義 明 君

〇欠席議員（０名）

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 小 林 生 吉 君

副 町 長 遠 藤 義 一 君

教 育 長 田 邊 彰 宏 君

総 務 課 参 事 長 尾 享 君

総 務 課 参 事 野 露 みゆき 君

総 務 課 主 幹 庵 日 鶴 君

産 業 課 長 平 中 敏 志 君

農業委員会会長 森 川 健 一 君

産 業 課 参 事 藤 田 徹 君

産 業 課 参 事 多 田 優 彦 君

産 業 課 主 幹 永 田 剛 君

産 業 課 主 幹 西 川 明 文 君

建 設 課 長 山 内 功 君

建 設 課 主 幹 千 葉 靖 宏 君

保 健 福 祉 課 長 吉 田 智 一 君

保健福祉課参事 黒 瀧 仁 司 君

保健福祉課主幹 北 村 哲 也 君

教 育 次 長 工 藤 正 勝 君

教育委員会主幹 野 田 繁 実 君

教育委員会主幹 相 馬 正 志 君

国保病院事務長 小 林 嘉 仁 君
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国保病院事務次長 西 村 智 広 君

出 納 室 主 幹 今 野 真 二 君

自 動 車 学 校 長 大 川 勝 弘 君

認定こども園長 遠 藤 美代子 君

〇職務のため出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 矢 上 裕 寛 君

議会事務局書記 田 辺 めぐみ 君
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◎開会の宣告

〇議長（村山義明君） ただいまから平成２９年第２回中頓別町議会定例会を開会いたし

ます。

（午前 ９時３０分）

◎開議の宣告

〇議長（村山義明君） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程については、お手元に配付した議事日程第１号のとおりです。

◎会議録署名議員の指名

〇議長（村山義明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員につきましては、会議規則第１２５条の規定により、１番、佐藤さん、

２番、長谷川さんを指名します。

◎議会運営委員会報告

〇議長（村山義明君） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

議会運営委員会委員長の報告を求めます。

細谷さん。

〇議会運営委員長（細谷久雄君） 皆さん、おはようございます。議会運営委員会報告を

いたします。

平成２９年第２回中頓別町議会定例会の運営に関し、５月３１日及び６月５日に議会運

営委員会を開催したので、その内容を報告いたします。

１、会期ついて、本定例会の会期は本日６月１５日から６月１６日までの２日間とする。

なお、会議に付された事件が全て終了した場合は、会議規則第７条の規定により、会期を

残し、閉会とする。

２、本日の議事日程は、議事日程第１号のとおりである。

３、中頓別町農業委員会委員の選任に対する同意は、一括議題とする。

４、一般質問について、通告期限内に通告したのは５議員である。

５、提案された議案の取り扱いについて、議案第３０号、議案第３５号はいきいきふる

さと常任委員会に付託して審査する。その他の議案は本会議で審議する。

６、閉会中に受理した陳情の取り扱いについて、全議員に写しを配付し、発議者を募る

取り扱いとしたが、発議者はなく、議長預かりとした。

７、テレビ中継について、本日の会議開始から一般質問終了まで、役場町民ホールに設

置されたテレビに議場から中継を行う。

以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。

〇議長（村山義明君） これで議会運営委員会報告は終了しました。
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◎会期の決定

〇議長（村山義明君） 日程第３、会期の決定の件を議題とします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告のとおり、本日

６月１５日から６月１６日までの２日間としたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は本日６月１５日から６月１６日までの２日間とすることに決

定しました。

◎諸般の報告

〇議長（村山義明君） 日程第４、諸般の報告を行います。

議長一般報告、監査委員の例月出納検査報告、町長からの第７期中頓別町総合計画後期

実施計画の第１回変更につきましては、お手元に印刷配付のとおりでございますので、ご

らんの上、ご了承願います。

これにて諸般の報告は終了しました。

◎行政報告

〇議長（村山義明君） 日程第５、行政報告を行います。

町長から報告の申し出がありますので、これを許します。

小林町長。

〇町長（小林生吉君） おはようございます。第２回定例会、大変ご多用の中、全議員の

ご出席を賜りまして本当にありがとうございます。

最初に、行政報告を２点させていただきたいと思います。

１点目は、平成２８年度における国民健康保険税の賦課誤りの件についてであります。

平成２８年度国民健康保険税賦課事務に当たり「課税限度額（医療分・後期高齢分・介護

分）」の算定を誤ったまま納付書を送付していたことが発覚し、直ちに詳細確認を行った

ところ、賦課漏れ対象者が２３件、賦課漏れ額が９１万２，７００円であることを確認し、

すぐに全ての対象者に対し個別訪問により状況の説明と謝罪を行い、出納閉鎖期間内（５

月末日）での追加納付をお願いし、結果全ての対象者から出納整理期間内に納付していた

だき、完納となったところです。しかしながら、こうした不祥事は決してあってはならな

いものであり、担当課長に対してすぐに「事故報告書」の提出を指示し、「職員の分限、

懲戒及び賠償審査委員会設置規程」に基づき、事故報告書の内容について審査委員会で審

議を行い、最終的に私より事件本人と管理監督者に対して「本件不祥事により行政への信

頼を著しく失墜させた行為」であることから、厳しく反省を促し、職務へより一層精励す
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ると共に業務の遂行の改善を図るように処分を行ってまいりました。いずれにいたしまし

ても、本事件の対象となられた方々はもとより、多くの町民の皆様に大変ご迷惑とご心配

をおかけしましたことに対し、心から深くお詫びを申し上げるところであります。今後こ

うした事態を発生させないよう、改めて職員一同一丸となって職務を遂行してまいります。

重ねてのおわびでありますけれども、こうした町民の信頼を失墜するような事務の誤りが

今後起こらないように、職員と心を新たにして今後の事務を進めていくようにしたいとい

うふうに思います。申しわけありませんでした。

２点目は、中頓別町立歯科診療所に関する状況についてであります。中頓別町歯科診療

所の業務につきましては、平成２５年４月から杉澤宗一郎歯科医師との間で平成２８年４

月１日から５年間の契約で診療業務に関する契約をしていましたが、杉澤医師より「一身

上の都合により本年２月１２日付契約解除」の申し出があり、この間新たに木村一俊歯科

医師との間で契約を結ぶことで協議を進め、この度決定したものです。木村氏は、北海道

大学歯学部を卒業した６９歳で、木古内町立国保病院歯科創設準備診療を経た後、村立占

冠歯科診療所長及びトマム歯科診療所開院に携わり、それぞれの歯科医院を北海道大学同

窓に引き継ぎ、その後占冠歯科医院を開院し、主として時間外診療や予約診療もれ患者、

村内外の訪問診療にあたってこられた方です。「己の技術が必要とされるところで役に立

ちたい。中頓別町において歯科医療の基盤を築き、後継に体制を継承し住民の安心を持続

的・永続的なものにしていきたい」との強い思いを持って、当町での歯科診療にあたって

いただくことになりました。現在も占冠歯科医院に受診している患者様がおり、占冠村の

診療所に引き継ぐため、当分の間当町での週末診療に制限がかかりますが、来週６月１９

日から診療を開始することとなっております。

以上であります。

〇議長（村山義明君） ただいまの行政報告について質疑はございませんか。

星川さん。

〇７番（星川三喜男君） それでは、行政報告の中でまず１点目、国民健康保険税の賦課

の誤りの件についてでございますが、そもそも事件の発生の原因は何だったのか、まず町

長に伺います。

〇議長（村山義明君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 原因についてでありますけれども、先ほど報告をさせていただい

たとおり、賦課限度額が昨年の３月に引き上げ改正がされていたところでありますけれど

も、条例改正等につきましては保健福祉課のほうで担当し、賦課に関する事務は総務課と

いうような中で、これらの制度改正に関する情報をきちんと伝達を受けて、その改正に沿

った事務を行うことができなかったということでありまして、発見の時期もできるだけ速

やかに発見されるべきところではあったと思いますけれども、年度末になっての発覚とい

うようなことでありました。その辺につきましては、条例所管サイドにおいても適切に情

報の提供をするとともに、賦課担当におきましても必ず限度額を含めた制度改正等につい
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て適切に行うというようなことを今後は徹底するようにというようなことで取り進めてい

きたいというふうに思っております。大変申しわけありません。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） ただいまの町長の点はわかりましたけれども、５月２２日に議

員協議会で書類等も出されましたけれども、この中で副町長の弁解ではないのですけれど

も、議会に全管理職は出ているけれども、末端の職員までには議案の有無は伝わっていな

かったというようなこともおっしゃられておりましたけれども、職員はその席にもいまし

たけれども、町民に対して何ら勉強もしない。そして、ましてや委託電算会社に指示を出

すのは税務担当ですよね。誤りが防げなかったのは、私はやっぱり総務課のほうではない

のかなと思っておりますし、この行政報告の中に事件本人と管理監督者に対して、本件不

祥事によって行政の信頼を失いと、これはどのような処分をしたのか。担当課長、それと

その下の部下、そして総務課で処分等々が行われたのか、再度お伺いします。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） おっしゃるとおり、最終的には税務担当部署の責任ということで

ありまして、総務課の職員に対して先ほど申し上げました審査会の答申に基づきまして、

担当者については訓告、上司については厳重注意、あわせて現副町長につきましても当時

の担当課長ということでありますので、私のほうから厳重注意というような形での処分と

させていただいているところであります。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） それと、もう一点、このことに関して２３件、ほとんど酪農家

ということでしたけれども、そのうちの１件は私のところなのでございますけれども、自

分たちのミスではない、職員のミスであって、そして確かに説明等々で職員は回ってこら

れたということですが、あえて私は３１日まで黙っておいたわけなのです。本来であれば、

こういう職務をしていなければ、私はあえて納めなかったのかなと、ちょっと反抗しよう

と思ったほどでございます。その件に関して職員から電話がありました。３０日付です。

それは、私が受けました。その分納めましたかです。そういう言い方ありますか。納めま

したかではありませんでしょう。３１日まで納めてください、それで終わっているのです。

それと、皆さん３１日付で納めておりますが、その後課長もしくはその職員、２３件のと

ころに出向きましたか。それが常識ではないでしょうか。出向いて、今後また気をつけま

すということを再度言って歩くのが職員でないですか、それが住民に対してのサービスで

はないでしょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 大変申しわけありません。本件の事務処理に関して、今議員おっ

しゃられたように当該関係者に対してご不快な思いをさせたということがあったことにつ

いて、今ご質問いただいて初めて私のほうでも認識をいたしました。その件につきまして

は、本当に心からおわびを申し上げたいというふうに思いますし、残る関係者の方につき
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ましても改めて誠意を持ってその件に関する対応をさせていただきたいというふうに思い

ます。本当に申しわけありませんでした。

なお、大変申しわけありません。先ほど私処分に関して逆にお伝えをしてしまいました。

担当職員については経験の浅い職員だったということであって、担当職員のほうが厳重注

意、上司に当たる職員についての訓告ということでありました。申しわけありません。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 私も１点、前年度分の国保税の算定ミスの件について伺いたいと

思うのですけれども、報告の関係についてというようなことで、この件については先ほど

星川議員もおっしゃられましたけれども、５月２２日に議員に説明がありました。その後

今月５日に公表という形で、６日の新聞報道になったのかなと思います。また、議会への

説明以前に、行政報告の２番目にもありますけれども、新たな歯科医について町長からお

話があったときに、別件で、これはいい話ではないのだけれどもというようなことで、し

っかり精査してから報告していただけるということで、恐らくこの件だったのかなという

ふうに思うのですけれども、原因などを明確につかんでからご説明いただくべきであると

いうふうには、私もこれはそう思うのですけれども、果たして今回のこのような流れが適

切だったのかなというところが、こういったことがあった場合に少しでも早く、例えば広

報などを通じて町民の皆さんにおわびをするべきではないかなというふうに思います。み

ずから会見を開くとか、そういった対応が今後あった場合には必要なのではないかなとい

うふうに思うのですが、この点いかがでしょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 先ほど申し上げましたように、まだ私も詳細なところについては

把握できていなかったというところもありまして、最初議会のほうに回らせていただいた

ときにはその件については申し上げられなかったということでありますけれども、こうい

ったミスがあった際には、必ず公表するという考え方を基本にするというふうに考えてい

ますし、その時期やタイミングについてもできるだけ速やかに行うというような考え方を

持って今後徹底をしていきたいというふうに思います。年度末のぎりぎりだったというと

ころもありまして、大変慌ただしく事務をせざるを得なかったというところについてはぜ

ひご理解を賜りたいところでありますけれども、今後につきましては今申し上げましたと

おり基本的な考え方に立って進めていきたいというふうに思いますので、ご理解を賜りた

いと思います。

〇議長（村山義明君） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認めます。

これにて行政報告は終了しました。

◎承認第１号
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〇議長（村山義明君） 日程第６、承認第１号 専決処分の承認を求める件（中頓別町税

条例の一部を改正する条例 平成２９年３月３１日専決）を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（中頓別町税

条例の一部を改正する条例 平成２９年３月３１日専決）につきましては、野露総務課参

事から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 野露総務課参事。

〇総務課参事（野露みゆき君） それでは、１２ページをお開きください。承認第１号

専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２９年６月１５日提出、中頓別町長。

専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成２９年３月３１日提出、中頓別町長。

１、中頓別町税条例の一部を改正する条例。

５０ページをお開きください。改正の要旨です。

それでは、内容が多岐にわたりますので、本日配付しております中頓別町税条例の改正

概要で説明いたします。Ａ４判の両面印刷になっている２枚のホチキスどめになっており

ます資料です。

それでは、説明いたします。第３３条は、所得税の課税基準に関する規定で、法律改正

に合わせて改正するもので、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得について提

出された申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、町長が課税方式を決定できる

ことを明確化するものです。

第３４条の９は、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除に関する規定で、第３３条

の改正に伴う所要の規定を整備するものです。

第４８条は、法人の町民税の申告納付に関する規定で、法律の改正に合わせて改正する

もので、延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定を整備するものです。

第５０条は、法人の町民税に係る不足税額の納付の手続に関する規定で、法律の改正に

合わせて改正するもので、延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定を整備するものです。

第６１条は、固定資産税の課税標準に関する規定で、法規定の新設及び法律改正に合わ

せて改正するもので、震災などにより滅失などした償却資産にかわる償却資産などに対す

る固定資産税の課税標準の特例についての規定を整備するものです。

第６１条の２は、法第３４９条の３第２８項などの条例で定める割合に関する規定で、

法律改正に合わせて新設するものです。わがまち特例の割合を定める規定を整備するもの

です。
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第６３条の２は、施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５

項の規定による補正の方法の申し出に関する規定で、法律改正に合わせて改正するもので、

居住用超高層建築物に係る税額の案分方法などに関する規定を整備するものです。

第６３条の３は、法第３５２条の２第５項及び第６項の規定による固定資産税の案分の

申し出に関する規定で、法律改正に合わせて改正するものです。

第７４条の２は、被災住宅用地の申告に関する規定で、法律改正に合わせて改正するも

ので、被災市街地復興推進地域に定められた場合には震災など発生後４年度分に限り、特

例を適用する常設規定を整備するものです。

次のページになります。附則第８条は、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課

税の特例に関する規定で、法律改正に合わせて適用期限を３年間延長することを規定する

ものです。

附則第１０条は、読みかえ規定で、これも法律改正に合わせて改正するものです。

附則第１０条の３は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告に関する規定で、法規定の新設に合わせて新設及び改正するものです。

附則第１６条は、軽自動車税の税率の特例に関する規定で、法律改正に合わせてグリー

ン化特例の適用期限を２年延長する規定を整備するものです。

附則第１６条の２は、軽自動車税の賦課徴収の特例に関する規定で、法規定の新設に合

わせて新たに規定するものです。

附則第１６条の３は、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例に関する

規定で、法律改正に合わせて改正するもので、町長が課税方式を決定できることを明確化

するものです。

附則第１７条の２は、優良住宅の造成などのために土地などを譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る町民税の課税の特例に関する規定で、法律の改正に合わせて従前の適用期限を

３年間延長するものです。

附則第２０条の２は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の

特例に関する規定で、法律改正に合わせて町長が課税方式を決定できることを明確化する

ものです。

２０ページの附則になります。２０ページをお開きください。施行期日、第１条、この

条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、附則第５条の規定は、公布の日から

施行する。

第２条では２項にわたり町民税に関する経過措置に関する規定を整備、第３条では４項

にわたり固定資産税に関する経過措置に関する規定を整備、第４条では３項にわたり軽自

動車に関する経過措置規定を整備しております。

第５条では、平成２８年条例第２５号となる中頓別町税条例などの一部を改正する条例

に関する規定を整備するものです。

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議お願い申し上げます。
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〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより承認第１号を採決しま

す。

お諮りします。本件は承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、承認第１号 専決処分の承認を求める件（中頓別町税条例の一部を改正する条

例 平成２９年３月３１日専決）は承認することに決しました。

◎承認第２号

〇議長（村山義明君） 日程第７、承認第２号 専決処分の承認を求める件（中頓別町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例 平成２９年３月３１日専決）を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（中頓別町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例 平成２９年３月３１日専決）につきましては、

吉田保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課長。

〇保健福祉課長（吉田智一君） それでは、５１ページをお開きください。承認第２号

専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２９年６月１５日提出、中頓別町長。

５２ページをお開きください。専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。

平成２９年３月３１日、中頓別町長。

条例は、中頓別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。

５６ページをお開きください。改正の要旨であります。地方税法施行令の一部を改正す

る政令（政令第１１８号）が平成２９年３月３１日に公布され、関係する規定が４月１日

に施行されることに伴い、国民健康保険税の減額について５割軽減及び２割軽減となる所

得の範囲を改正するものであります。

改正内容につきましては、表にありますとおり、軽減割合５割のところでは改正前３３

万円と２６万５，０００円に加入者数で計算しているものが２６万５，０００円から２７
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万円に増額、軽減割合２割につきましても３３万円と４８万円に加入者数で計算していた

ものが４８万円から４９万円に増額するもので、改正後は対象となる所得額の範囲が広が

るという内容であります。

５３ページにお戻りください。中頓別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。

中頓別町国民健康保険税条例（昭和３７年条例第９号）の一部を次のように改正する。

第２３条第１項第２号中「２６万５，０００円」を「２７万円」に改め、同項第３号中

「４８万円」を「４９万円」に改める。

附則であります。施行期日、第１条、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

適用区分、第２条、この条例による改正後の国民健康保険税条例の規定は、平成２９年

度以後の年度分の保険税について適用し、平成２８年度以前の年度分の保険税については、

なお従前の例によるものであります。

以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願いい

たします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより承認第２号を採決しま

す。

お諮りします。本件は承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、承認第２号 専決処分の承認を求める件（中頓別町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例 平成２９年３月３１日専決）は承認することに決しました。

◎承認第３号

〇議長（村山義明君） 日程第８、承認第３号 専決処分の承認を求める件（平成２８年

度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算 平成２９年３月３１日専決）を議題とし

ます。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年

度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算 平成２９年３月３１日専決）につきまし

て、吉田保健福祉課長から内容の説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課長。

〇保健福祉課長（吉田智一君） ５７ページをお開きください。承認第３号 専決処分の
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承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２９年６月１５日提出、中頓別町長。

５８ページをお開きください。専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。

平成２９年３月３１日、中頓別町長。

内容につきましては、平成２８年度中頓別町国民健康保険事業特別会計の補正に関する

ものであります。

６０ページをお開きください。平成２８年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予

算。

平成２８年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４４万３，０００円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９，７８３万円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

平成２９年３月３１日提出、中頓別町長。

６６ページをお開きください。事項別明細書、歳出からご説明いたします。２款保険給

付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費では、既定額に２４４万３，０００円

を追加し、１億５，８５３万７，０００円とするもので、１９節負担金補助及び交付金に

おきまして、３月定例会時点での療養給付費の決算見込みに対し、想定以上の医療費請求

があったことによるものであります。３月時点での決算見込みにおきましては、過去３年

から４年の実績及び平成２８年度中の医療費の実績により、年度内に支払うべき医療費の

うち、平成２９年１月診療分及び２月診療分の支払い見込み額を計算し、決算見込みを想

定していましたが、想定額につきましては１月及び２月に想定される請求見込み額に、年

に数件ではありますが、単発でがんですとか大きな手術を想定し、１件当たり２００万円

から２５０万円程度を上乗せし、決算見込みを行ってまいりました。しかし、１月から２

月の診療におきまして、１名の被保険者に対する継続的な医療になりますが、想定外の高

額で５５０万円程度の医療行為がされたことから、大幅な不足が生じたことが主な要因と

考えております。

６４ページをお開きください。歳出合計、既定額に２４４万３，０００円を追加し、２

億９，７８３万円とするものであります。

続きまして、歳入についてご説明いたします。６５ページをお開きください。５款道支

出金、２項道補助金、１目調整交付金では、既定額に２４４万３，０００円を追加し、１，

３８８万９，０００円とするもので、１節調整交付金で道からの特別調整交付金の確定に
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よるものであります。

６３ページをお開きください。歳入合計、既定額に２４４万３，０００円を追加し、歳

入合計２億９，７８３万円とし、歳入歳出のバランスをとっております。

なお、今後におきましては、このようなことが起きないよう決算見込みにおきましても

これまで以上に慎重に精査してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。

以上、簡単でありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願

いいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） ちょっと異例だったのです。少なくとも議会の議決がなければ

予算化できないのが原則なのだけれども、専決処分で言うなれば勝手に町長が予算を決め

てしまう、そういう効力があるのです。従来を顧みても特に補正予算を専決処分をした例

は私は余り記憶にないのだけれども、これが単なる医療給付の見込み違いということだけ

で済まされるのか。ちょっと心配になってきた。それであればこれからもあり得るような

気がするのだけれども、その辺何で特別にこういった形になったのか。

それと、平成２８年度予算であるから、３月３１日付でせざるを得ないという状況もわ

かるのだけれども、これが議会を開く暇がないから専決処分したというのだけれども、議

会を開く暇がなかったのですか、それをお聞きします。

〇議長（村山義明君） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時１２分

再開 午前１０時１２分

〇議長（村山義明君） 休憩を解いて会議を開きます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 大変申しわけありません。若干事実誤認がありまして、３月３１

日で金額が明確になって、大変申しわけありませんでしたけれども、議会を招集すること

ができなかったということで、専決処分とさせていただいているということでご理解を賜

りたいと思います。先ほど課長のほうからも説明を申し上げていますけれども、本当に想

定外な給付が１件発生してしまったということでした。年度末のところでかなりぎりぎり

のところで、こちらのほうも繰出金の関係とかもありまして予算の精査をしてもらってい

るというようなところもあって、その変動に対応できなかったという経緯でありますけれ

ども、今後につきましてはそのあたりも今後このようなことが起こらないような適切な見

込みをもってやっていきたいというふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思います。

専決処分そのものができないということではありませんけれども、これまで本町におけ
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る議会との経緯を踏まえると、極力専決処分ではなく議会を招集するという考え方を基本

にしていきたいというふうに思っております。今回につきましては、ご理解を賜りますよ

うお願い申し上げたいと思います。

〇議長（村山義明君） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより承認第３号を採決しま

す。

お諮りします。本件は承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、承認第３号 専決処分の承認を求める件（平成２８年度中頓別町国民健康保険

事業特別会計補正予算 平成２９年３月３１日専決）は承認することに決しました。

◎承認第４号

〇議長（村山義明君） 日程第９、承認第４号 固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き承認を求める件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 承認第４号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認を求

めることについて。

下記の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したので、地方税法第４２３条第５項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。

氏名、松田恵裕。

平成２９年６月１５日提出、中頓別町長。

本件につきましては、４月２８日付にて前任の石井進氏より一身上の都合により固定資

産評価審査委員会委員に関する辞職願が提出されたということに伴いまして、地方税法第

４２３条第４項の規定により、遅滞なく補欠委員を選任するべく、当該松田氏に要請し、

本人の同意を得たところでありますけれども、議会が閉会中であったため、同条第５項の

規定により今回承認を求めるものであります。

松田氏につきましては、固定資産に関する識見も高く、適任と判断をしております。

どうぞご承認を賜りますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより承認第４号を採決しま

す。

お諮りします。本件は承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、承認第４号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認を求める件は承認

することに決しました。

◎報告第１号

〇議長（村山義明君） 日程第１０、報告第１号 平成２８年度中頓別町一般会計繰越明

許費繰越計算書の報告を行います。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 報告第１号 平成２８年度中頓別町一般会計繰越明許費繰越計算

書の報告について、長尾総務課参事から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。

〇総務課参事（長尾 享君） それでは、報告させていただきます。

１ページをごらんください。報告第１号 平成２８年度中頓別町一般会計繰越明許費繰

越計算書の報告について。

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、平成２８年度中頓別町一般会計繰越

明許費繰越計算書を次のように報告する。

平成２９年６月１５日提出、中頓別町長。

２ページをごらんください。平成２８年度中頓別町一般会計繰越明許費繰越計算書。今

回の報告の事業につきましては、平成２８年度に議決された補正予算事業２件を金額、財

源内訳のとおり平成２９年度に繰り越して執行するものであります。２款総務費、１項総

務管理費、事業名、通知カード・個人番号カード関連事務委託事業１４万４，０００円及

び１０款教育費、１項教育総務費、事業名、教員住宅建設事業７，７５２万８，０００円

は、第１回定例会において議決をいただいているところでございます。

繰越明許費の総額は７，７６７万２，０００円、財源内訳は国、道支出金３，９０２万

９，０００円、町債３，５６０万円、一般財源３０４万３，０００円となっております。

以上、簡単ではありますが、繰越明許費繰越計算書の報告とさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これにて本件は報告済みといた

します。
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◎報告第２号

〇議長（村山義明君） 日程第１１、報告第２号 中頓別観光開発株式会社の経営状況報

告を行います。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 報告第２号 中頓別観光開発株式会社の経営状況報告については、

平中産業課長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 平中産業課長。

〇産業課長（平中敏志君） それでは、説明させていただきます。議案の３ページになり

ます。報告第２号 中頓別観光開発株式会社の経営状況報告について。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、中頓別観光開発株式会社の経営状況

を別紙のとおり報告する。

平成２９年６月１５日提出、中頓別町長。

資料の１をごらんいただきたいと思います。説明の前に、大変申しわけございません。

資料の中の訂正をお願いしたいと思います。資料１の株主総会議案の５ページになります。

第２９期の営業報告の中で、大変申しわけありませんが、この中の売り上げ状況というと

ころの中の１行目でございますが、前年度対比２７．７％と記載されておりますが、正し

くは前年度対比１２７．７％の誤りでございます。あわせて、その後に（３，８５８万６，

５５０円）の後に「増額」となっておりますが、この「増額」が間違いであります。削除

していただきたいと思います。大変申しわけありません。よろしくお願いいたします。

それでは、説明に入らせていただきます。同社の定期株主総会は５月２７日、ピンネシ

リ温泉研修室にて開催され、第２９期の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び第２９期

監査報告が行われ、原案のとおり承認されております。また、同じく平成２９年度、第３

０期の営業計画及び収支予算の審議も行われ、原案どおり決定されたところであります。

では、第２９期の営業報告並びに決算内容についてご説明させていただきます。５ペー

ジ、営業報告をごらんいただきたいと思います。第２９期の営業の概況につきましては、

まず宿泊部門では町内公共事業の工事関係者の宿泊利用が多くなったことにより、前年度

対比１２１．６％、人数にして６５７名の増と増加、入館者数におきましても前年度対比

が１１１．５％、人数にして１，２００名の増となっております。会食者数では、前年度

対比１７６．２％で３２件の増の利用となっております。利用状況につきましては、資料

の最後のほうのページに月別に載せてございますので、そこをご参照いただければという

ふうに思っています。これらの利用者の増加につきましては、公共事業の工事関係者の利

用もありますが、食事提供内容の改善等、サービスの向上に努めてまいりましたことが効

果をあらわしてきたということで利用者が回復してきたものと考えております。

続きまして、販売費及び一般管理費の状況でございますが、職員の労務管理の適正化に
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努めたこと、食事提供内容の改善を図るため外部からアドバイザーとして調理師を招聘し

たことなどから、予算額より２．１％増加となっております。経費につきましては今後も

縮減に努めるということとあわせて、効率的な営業形態システムの構築を課題ということ

にしております。

続きまして、９ページでございます。損益計算書をごらんいただきたいと思います。売

上高は５，７５３万円、これに対しまして売り上げ原価と期末棚卸し高を含めた１，０４

４万円を差し引いた売り上げ総利益が４，７０９万円となりました。それに対して、販売

費及び一般管理費が４，３１２万４，０００円となり、営業利益は３９６万５，０００円

となり、営業利益と営業外収入を含めた経常利益は３９６万７，０００円、法人税等を差

し引いた３８８万７，８２６円が当期純利益となったところであります。なお、当期純利

益につきましては、全額資本金に充当することとし、資本金の不足額は１３７万６５１円

となっております。

続いて、１７ページから２１ページにつきましては、平成２９年度の第３０期の営業計

画、損益計算書及び一般管理費について議案として提出されました。営業計画では、宿泊

部門につきましては公共工事関係者の利用に依存している体制からの脱却に向けた宿泊メ

ニューの検討や入館者数の増加を図るため、食事提供メニューのさらなる充実と新たな顧

客の掘り起こしを進めるため、温泉利用時間の延長やバイキングなどのイベントの企画、

コテージ宿泊者等に対する入浴と食事のセットメニューの提供等について検討することと

しております。また、職員のスキル向上のための研修等を強化することや新たな職員の雇

用による労務管理の適正化とサービスの向上を進めていくこととし、全体としては第２９

期と比較して売上高１０４％、純利益では１５０万円を目標とし、第３０期での資本金の

全額回復を目標と設定させていただいております。厳しい経営環境には変わりはありませ

んが、社長から役員が今まで以上に意識を持って会社運営に携わり、全職員一丸となって

会社運営に当たろうとの決意が示されております。

大株主である町といたしましても、町民の福利厚生施設であり、観光振興の拠点の一つ

であるこの温泉施設を今後とも長らく運営していただけるよう、財政支援はもちろん、さ

まざまな面で支援しながら、地域住民の皆様から喜んでいただけるよう協力をしてまいり

たいと考えております。

以上、報告とさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） ずっと温泉へ行っていて、不思議なことがあるのです。かつて

はそれなりに売店に土産品等も含めて置いてあったのが今はアイスクリームぐらいしかな

くなってしまった。なぜなくなったのか。やっぱり利益につながることであるし、あれを

やったからといって人が忙しくなるほどの問題はなかったと思うのだけれども、一番今宴

会なんかをやっているのは法要関係が多いと思うのですが、法要なんかで来るとやっぱり
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外からのお客さんも相当来ていますよね。あそこに買うものないから、道の駅へ行ってく

ださいと、こういう言い方なのです。商売をやっている人間としてちょっとお粗末過ぎる

のでないかと思う。少しはあそこで、当町の観光土産品をつくっているところもあるのだ

から、何かそういうものを売る先兵となるぐらいの、温泉が観光の拠点となるような意識

も持たないのか、ちょっと情けないのだ。それを課長はどう思っているのか。課長も大分

熱心に温泉経営にかかわってくれていると私は日ごろから思っているのだけれども、あれ

に気がつかないわけがないと思う。あれを置いたら損するのか。何十年もやってきたのだ

よ、売店。

それと、これは書類上のミスだと思うのだけれども、スタッフが正職員３人になってい

るのだけれども、これ４人でしょう、従業員の名簿に書いてあるのは。こんな間違い、く

だらないことをしないようにしてください。

〇議長（村山義明君） 平中産業課長。

〇産業課長（平中敏志君） 大変申しわけありません。正職員の数は４名でございます。

大変失礼いたしました。

それと、売店の部分につきましては、従来から売店のディスプレーも含めて課題があっ

たというふうに考えております。昨年、２９期のときには町内の商店と連携した売店の設

置ができないかということで調整をしてまいりましたが、なかなか調整がうまくいかず、

売店としての機能はほとんど発揮できていなかったということは重々承知しております。

役員も含めて、売店の機能についてはやっぱりもうちょっとしっかり見直していきたいと

いうことも役員会で協議はしておりまして、今年度につきましては売店機能を充実させて

いきたいということで今検討しているというところでございますので、町内のお土産品も

含めて置いていきたいということで考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長（村山義明君） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これにて本件は報告済みといた

します。

ここで議場の時計で１０分ほど休憩をしたいと思います。

休憩 午前１０時３２分

再開 午前１０時４２分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

◎報告第３号

〇議長（村山義明君） 日程第１２、報告第３号 有限会社中頓別振興公社の経営状況報

告を行います。

提出者の説明を求めます。
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町長。

〇町長（小林生吉君） 報告第３号 有限会社中頓別振興公社の経営状況報告について、

遠藤副町長から内容の説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 遠藤副町長。

〇副町長（遠藤義一君） 報告第３号 有限会社中頓別振興公社の経営状況報告について。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、有限会社中頓別振興公社の経営状況

を別紙のとおり報告する。

平成２９年６月１５日提出、中頓別町長。

同公社の第２２回定時株主総会は５月２５日、役場小会議室において開催され、第１号

議案から第３号議案まで全て承認されましたので、経営状況の概略についてご報告をさせ

ていただきたいと思います。

別紙で資料２をごらんいただきたいと思います。内容につきましては、別冊で配付され

ております平成２９年度第２２回定時株主総会議案をごらんいただきたいと思います。ま

ず、２ページであります。第１号議案、平成２８年度事業決算報告書承認の件については、

平成２８年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書、株主資本等変動計

算書、監査報告書の全てが承認をされました。この内容につきましては、３ページから１

７ページに詳細が記載されているところであります。

４ページ、まず平成２８年度事業報告ですが、平成２８年度は町からの受託事業５本と

自主事業として寿スキー場食堂の営業を実施してきたところであります。社会教育施設で

ある寿公園につきましては、幼児からお年寄りまで安全で安心して楽しむことができる憩

いの場として維持管理を行い、園内に展示されている飛行機や遊具が老朽化している部分

につきまして補修を行うなど、また全面塗装を実施するなどを行ってきたところでありま

す。スポーツ関連施設におきましては、利用者が気持ちよくプレーできるよう、芝や周辺

管理に努めてきたところであります。また、寿スキー場におきましては、町教委やスキー

協会のご協力により、前年度並みのリフト使用料を確保することができました。鍾乳洞ふ

れあい公園におきましては、老朽化した木橋の床板の張りかえや軍艦岩の下側にキバナコ

スモスの花畑の整備を行うなど、園内環境の整備に努めてきたところであります。また、

有害鳥獣処理施設業務におきましては、４４４頭の処理を行ってきたところであります。

平成２９年度におきましても、経費の節減を図りながら健全な公社運営に努めてまいりた

いというところであります。

８ページをごらんください。総合損益明細書で決算の概要についてご報告をいたします。

まず、寿レクリエーション施設業務におきましては、寿公園の指定管理料１，９９５万５，

０００円のほか、事業収入としてパークゴルフ場の利用料、リフト利用料、テニスコート

の利用料を合わせまして３２７万４，８３０円となり、雑収入としてスキーレンタル料９

万２，０００円を加えた収入合計２，３３２万１，８３０円となったところであります。

支出におきましては、代表取締役の役員報酬１８０万円のほか、職員の給与、手当、賃金、
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修繕費等を合わせまして２，３３０万４，９２０円となり、営業利益は１万６，９１０円

となったところであります。当該年度におきましては、展示ジェット機の全面塗装等の修

繕を実施してきたというところであります。

一般廃棄物処理施設業務につきましては、町からのごみ収集委託料３，０６９万３，６

００円と雑収入として廃家電運搬券の販売手数料９万８，８２４円を合わせまして、収入

合計が３，０７９万２，４２４円となったところであります。支出におきましては、職員

給与のほか、手当、賃金、ごみ処理施設の光熱水費等を合わせまして３，０３９万６，４

６４円となり、営業利益は３９万５，９６０円となったところであります。当該年度にお

きましては、独自の修繕等はありませんでしたが、水処理施設の屋根の修繕工事におきま

しては町において実施をしていただいたところであります。

鍾乳洞自然ふれあい公園の業務につきましては、町からの指定管理料４０６万９，００

０円のみで、支出につきましてはその多くが臨時職員２名の人件費で、ほかに光熱水費や

燃料費、修繕費等、支出合計が４００万１，１２６円となり、営業利益は６万７，８７４

円となったところであります。当該年度におきましては、遊歩道の木橋の修繕を実施して

きたというところであります。

国保病院管理清掃業務は、町からの委託料収入のみで、３３２万８，０００円となって

おり、支出は人件費が主なもので、臨時職員２名の賃金等で３３２万８，０００円となり、

利益については出てきておりません。

有害鳥獣処理施設業務につきましては、町からの委託料収入のみでありまして、６１９

万８，１８５円となり、支出につきましては２名の臨時職員に関する人件費、施設の光熱

費、燃料費、菌床の管理委託料等で収入と同額の６１９万８，１８５円でありまして、営

業利益は出ているところではありません。

食堂業務につきましては、振興公社の自主事業で収入はスキー場ロッジ食堂売り上げ１

３５万７，３４９円となっており、事業収入として公園遊具の貸し出し料、ゴルフ練習場

の球貸し出し料等で５８万６，５００円となり、雑収入として自動販売機の売り上げ手数

料８万８，０９１円を加えまして、収入合計が２０３万１，９４０円となっております。

支出につきましては、パートの賃金、食材の商品仕入れなどが主でありまして、支出合計

が２０２万７，６５８円となり、４，２８２円の営業利益を生じたところであります。

以上の結果、営業損益は営業収益６，９７４万１，３７９円、事業費といたしまして６，

９２５万６，３５３円となりまして、４８万５，０２６円が営業利益となったところであ

ります。営業外損益では、営業外収入として預金利息３，７６７円のほか、経常利益につ

きましては４８万８，７９３円となったところであります。特別損益はございません。経

常利益から特別損益を差し引きました４８万８，７９３円が税引き前の当期利益となり、

法人税等の税額を控除しました１７万５，７７５円を差し引きまして、当期純利益は３１

万３，０１８円となったところであります。

９ページの剰余金の処分計算書でございますが、前期末の剰余金４１４万４，４５８円
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から当期処分剰余金となる役員退職引当金への積み立て１２万を差し引きまして、当期純

利益３１万３，０１８円を足した４３３万７，４７６円が後期の繰越利益剰余金、当期未

の処分利益となったところであります。

１０ページの株主資本等変動計算書では、前期末の純資産に先ほどの当期純利益３１万

３，０１８円を当期変動額として加えまして、当期末の純資産合計が１，６４６万７，４

７６円となったところであります。

なお、１１ページから１６ページまでが各事業における収支決算でありますので、後ほ

どごらんいただければというふうに思います。

１７ページに監査報告書が添付されているところであります。

１８ページの第２号議案、剰余金の処分の件につきましては、１つ目として繰越利益剰

余金より役員退職金として積み立てることについて承認を求めるもので、減少する剰余金

の項目及び金額は繰越利益剰余金１２万円、増加する剰余金の項目及び金額につきまして

は役員退職引当金１２万円となっているところであります。

１９ページの第３号議案、平成２９年度事業予算及び事業予算に変更が生じた場合取締

役の協議に一任する件につきましては、２０ページから２６ページに登載された各事業の

平成２９年度予算案を変更する場合、取締役の協議に一任するということが了承されたと

ころであります。寿レクリエーション業務につきましては今年度老朽化した管理事務所の

外壁の修繕を独自に行うこととしており、また一般廃棄物処理施設業務につきましては今

年度から小型家電や紙包装リサイクルの取り組みを実施することが報告され、そのほかの

鍾乳洞自然ふれあい公園業務、有害鳥獣等処理施設業務、食堂業務におきましては前年度

とほぼ同額、あるいは少額の変動となっていることが示され、全会一致で承認をされ、総

会が終了したというところであります。

以上、簡略ではありますけれども、第２２回定時株主総会で承認された有限会社中頓別

振興公社の経営状況報告とさせていただきますが、出資法人として経営上特に大きな問題

が生じているところは認められませんでしたので、あわせてご報告をさせていただきたい

と思います。よろしくお願いをいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これにて本件は報告済みといた

します。

◎同意第３号～同意第９号

〇議長（村山義明君） 日程第１３、同意第３号 中頓別町農業委員会委員の選任につき

同意を求める件から日程第１９、同意第９号中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を

求める件を一括議題とします。

提出者の説明を求めます。
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町長。

〇町長（小林生吉君） 同意第３号から同意第９号までについて一括ご説明をさせていた

だきたいと思います。

同意第３号でありますけれども、中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて。

下記の者を中頓別町農業委員会委員の委員に選任したいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

提出の議案につきましては、第９号まで今述べたところについては同文でありますので、

以下は省略をさせていただきたいと思います。

まず、提案に先立ちまして、農業委員会の制度が改正されておりますので、そのことに

ついて若干のご説明をさせていただきたいというふうに思います。農業委員会の制度改正

については、１点、担い手への農地利用の集積、集約化、２点、耕作放棄地の発生防止、

解消、３点、新規参入の促進を内容とする農地利用の最適化のさらなる推進に向けてとい

うことで、平成２７年９月に農業委員会等に関する法律の改正を含む農業協同組合法等の

一部を改正する法律が公布され、平成２８年４月から施行されています。この法律の改正

に伴って、農業委員選出方法が大きく変更となりました。改正前では、公職選挙法に準じ

て市町村の区域内から農業委員選挙人資格を持つ農業者により選挙で選ばれる公選委員と

農協、農業共済組合それぞれが推薦した理事を町長が選任する委員及び町議会が推薦した

学識経験を有する者を町長が選任する委員の選任委員となっていたところでありますけれ

ども、次期の選任から農業者、農業団体等からの推薦及び公募により選出された者を町議

会の同意を得て町長が任命する任命制に変更されたということであります。原則として委

員の過半数は認定農業者とすること、農業委員会の所掌事項に関し利害関係を有しない者

を含めることが法定化され、このほか委員の年齢、性別等に著しい偏りがないよう、女性

や青年を含めるよう配慮規定が設けられたところであります。このため、本町におきまし

ても農業委員候補者の推薦を求め、及び公募を行いまして、中頓別町農業委員候補者評価

委員会の意見を考慮して農業委員定数７名の選任について議会の同意を求めるというもの

であります。

まず、同意第３号についてでありますけれども、西一彦さんであります。西さんにつき

ましては、非農業者でありますけれども、応募による委員でありまして、農業に精通され

た方ということであります。

続きまして、同意第４号につきましては、藤田健一さんであります。農業者で、認定農

業者であり、応募による委員という位置づけであります。

同意第５号につきましては、石井進さんでありまして、推薦による委員として、認定農

業者であります。

同意第６号につきましては、寺嶋伸征さんでありまして、個人推薦を受けた認定農業者

であります。
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同意第７号につきましては、栗林松三さんであります。法人、団体等の推薦を受けまし

た認定農業者の方であります。

同意第８号、石橋美代子さん。認定農業者には該当しませんけれども、法人、団体等の

推薦を受けた委員ということであります。

最後、同意第９号でありますけれども、石黒和浩さんでありまして、応募による委員で

あります。認定農業者にも該当される方であります。

以上７名につきましては、いずれも先ほど申し上げましたとおり候補者の評価委員会に

おいて適任と認められた方々であります。議会の同意を賜りますようお願いを申し上げた

いと思います。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより一括して質疑を行います。

星川さん。

〇７番（星川三喜男君） １点お聞きします。

この７名、実際は８名いたのかなということなのですけれども、定員７名のところ１人

オーバーということで、１人が涙を流したということなのですけれども、その１人は私の

知っている限りでは地域推薦で出てきた方で、若者です。これから地域の酪農業に貢献を

していく人だと私は思っておりますけれども、どういったいきさつか。８名中７名に絞ら

なければならないということもありまして、そこの範囲で１人落とさなければならないと

いうことをどのような形で選考したのか、選考委員長は誰なのか、落とされた方にちゃん

と説明しているのかお聞きしたいと思います。

〇議長（村山義明君） 藤田産業課参事。

〇産業課参事（藤田 徹君） お答えします。

公募によりまして、星川議員の言われたとおり応募、推薦が８名となっております。そ

れに対して定数が７名ですので、１名を結果として落とさざるを得ないというか、そうい

う作業なのですけれども、評価委員会という形で評価基準を設けて採点をした結果という

形になります。本人にということなのですけれども、地域から推薦を受けていますので、

地域の農業者３人を代表する方に通知を出しております。

以上でございます。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） 今説明を聞きました評価委員会、その評価委員会で評価するひ

な形というのが全国的に一致しているものなのか、新たに独自で町で作成、委員会で作成

してつくったものかお伺いします。

〇議長（村山義明君） 藤田産業課参事。

〇産業課参事（藤田 徹君） このたびの農業委員会法の改正によりまして、初めての制

度ということで、事務局でも北海道農業会議のほうにそういう事例がないかということで

照会しております。そこでたたき台的な評価基準の資料をいただきまして、中頓別町の評

価基準を独自につくっております。
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以上です。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） それでは再度、評価委員長に、多分おられると思いますので、

お聞きいたします。この８名の中で、個人で応募して出てきた方と地域推薦で出されてき

た方に対してどのような判断で、私は地域推薦で出されてきた人のほうが、地域にとって

大事な方だから推薦して出されてきたわけですので、何でそこら辺が曖昧な評価の仕方を

しているのか、再度お伺いします。

〇議長（村山義明君） 遠藤副町長。

〇副町長（遠藤義一君） 今回の評価委員会議に私も実は出席をさせていただきまして、

その段階で委員長を仰せつかっています。今回のこの改選に当たって、どう評価するかと

いうことに関しては非常に難しいところがありました。１つは、地域に偏りがあってはい

けないということがまず１つあります。そのほかに、国のほうで指定されている部分で優

先しなければならない要件があります。それが１つは、要するに認定農業者以外の方は必

ず入れなければだめ、それから青年あるいは女性をある程度優先をして置かなければいけ

ない、それにあわせて認定農業者は半数以上置かなければならないということになります。

今回落選した方も認定農業者なのです。それで、そこにどういう基準を持ってやるかとい

うことについては非常に難しいところがありましたので、先ほど事務局のほうから言いま

したとおり、これを点数化して処理をさせていただきました。そこは、先ほど申し上げた

道のほうに照会したときに、こういう事例をもって、こういう表によって精査したらいか

がですかということをいただきましたので、その表に基づいて点数化をしていって、その

点数によって最下位の者を落選にしたということです。そうでもしないと、何をもって優

先するかというのは、認定農業者の人からだめですという中身を決めるのは非常に難しい

し、たまたま落選された方は同じ地域に今回当選している方が２人おられる形になって、

その方も含めると一つの地域から３人の農業者を委員として選ばなければならない。それ

は全町内を考えたときに適切かという判断もあって、最終的には今回落ちたというか、そ

こで選ばれなかった方について、得点化していった上でその方が最下位の得点であったの

で、その方には申しわけないと思いますけれども、一応今回の部分での委員会としてはそ

ういう基準を持って選定せざるを得なかったということですので、ご理解をいただきたい

ということであります。

〇議長（村山義明君） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより同意第３号を採決しま

す。

お諮りします。本件は同意することにご異議ございませんか。



- 26 -

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、同意第３号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求める件は同意する

ことに決しました。

引き続き、同意第４号を採決します。

お諮りします。本件は同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、同意第４号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求める件は同意する

ことに決しました。

引き続き、同意第５号を採決します。

本件は同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、同意第５号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求める件は同意する

ことに決しました。

引き続き、同意第６号を採決します。

本件は同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、同意第６号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求める件は同意する

ことに決しました。

引き続き、同意第７号を採決します。

本件は同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、同意第７号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求める件は同意する

ことに決しました。

引き続き、同意第８号を採決します。

本件は同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、同意第８号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求める件は同意する

ことに決しました。

引き続き、同意第９号を採決します。

本件は同意することにご異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、同意第９号 中頓別町農業委員会委員の選任につき同意を求める件は同意する

ことに決しました。

◎一般質問

〇議長（村山義明君） 日程第２０、一般質問を行います。

本定例会では５名の議員から一般質問の通告がありました。

順番に発言を許します。

受け付け番号１、議席番号５番、細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） 受け付け番号１番、議席番号５番、細谷でございます。それでは、

議長のお許しをいただきましたので、平成２９年第２回定例会に当たり、さきに通告いた

しました事項につきまして質問させていただきます。

それでは、１点目の質問の住民参加型のまちづくりの推進についてお伺いをいたします。

人口減少に歯どめをかけ、維持可能なまちづくりを実現するには住民が意欲的にまちづく

りに参加できる環境など、住民と行政をつなぐ仕組みを考えることが必要である。町長は、

住民と行政の協働を実現するため、行政組織のあり方と住民との合意形成、財政運営など

をどのように考えているのか伺います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

町は、情報公開と住民参加を基本に町政を運営する。これは自治基本条例の第３条第１

項において規定していることでありますけれども、そういう基本理念に立っていかなけれ

ばならないものというふうに認識をしております。情報公開では広報やホームページ等を

通して積極的にまちづくりに関する情報提供できる体制を整えていくとともに、さらなる

住民参加を進めていきたいというふうに考えています。今後自治基本条例推進会議による

審議を予定しているところであり、その中でも現状についてしっかり検証を求めるととも

に、前向きに改善策について検討してまいりたいというふうに考えております。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは、ただいまのご答弁を伺いまして再質問させていただき

ます。

私は、町民がまちづくりに具体的に参加できる仕組みが少ないことが当町の大きな問題

と考えています。町の主人公は町民です。多くの町民が町政に声を出すことができること

が大切です。町民の声を聞く場として町民アンケート調査等を多くの自治体でこれまで一

般的に行ってきておりますが、また住民への情報の提供も広報やホームページ等を通じて

行われているのが現状です。それから一歩進んで、現在求められているのは住民の声を聞

くというのではなく、聞いた声を町政に反映させるということではないでしょうか。そこ
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で、町長に住民の声を何点か伝えたいと思います。

まず、１つ目は、昨年９月から製造販売したなかとん牛乳ですが、宮崎議員のご答弁に

もありましたが、採算性の確保は難しそうですが、９月から販売しているのですから、今

までの収支決算を報告願いたい。また、牛乳の採算性が悪いのにそれに付随する加工品を

販売するのは、先行きが見えない不安が私にはあります。高齢化率が４０％の中頓別町の

お年寄りが言っておりました。私は年金をもらって生活しているので、なかとん牛乳、２

００ミリリットル２００円の牛乳を、本人は飲みたいそうです。だけれども、セイコーマ

ートで１リットル１７８円の牛乳を買うのがやっとの生活だと言われておりました。町長

は、ことしの町政執行方針で町民の声に耳を傾け、幅広く議論を交わしながら、一歩でも

二歩でも地方創生を前へと推し進めていきたいと述べられました。中頓別町のブランドと

してなかとん牛乳をつくるのはいいが、こうしたお年寄りの言葉を聞いて町長はどのよう

に思われるのかお伺いいたします。

２点目に、ことしは６次産業化によるワイン用ブドウの試験栽培等に取り組むようだが、

現在までの進行状況及び今後の計画、方針等をお伺いいたします。

３つ目は、中頓別町総合計画後期実施計画策定のための町民アンケート調査結果につい

て伺います。調査結果の中で、町長にお願い、お茶懇をぜひ実施して町の声を聞いてほし

いというご意見が書かれてありました。町では年１回、「町長がおじゃまします」と称し

て各自治会と話の場を設けているが、仕事や時間帯によって参加できない人がたくさんい

ると思われる。私は、４月から副町長も置いて小林町長にも若干時間の余裕ができてきた

のではないかと思いますので、お茶の間懇談会を各地区で積極的にどんどん開いて町民の

声を行政に反映してほしいと思いますが、町長の考え方をお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 確認ですけれども、収支決算がどうなっているかということは

今説明を求められていますか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

〇町長（小林生吉君） では、後で。

まず、１点目でありますけれども、高齢者の方から今の牛乳が高くてなかなか飲めない

というようなお話があるということ、それに関係してこれらの事業についてどのように考

えているのかという趣旨でおとりすればいいのかなというふうに思いました。なかとん牛

乳に関しては、それは竹下内閣の時代にさかのぼると思いますけれども、地元の牛乳を地

元で飲めるようなことにしたいという思いが長く長く言われ続けてきていて、なかなか実

現してこなかったと。第７期の総合計画をつくる際にもそのことがやはり議論になって、

これを何としてもまず一歩前に進めたいと、それが一つの大きな意思決定としてあったと

いうふうに思っています。採算性をいえば、現状としては収支がとれるというような状況

ではないことは、導入する時期からある程度覚悟していたというふうに私は思っています。

ただ、今酪農を基幹産業にして、この地域の最大重要な資源というのはやはり牛乳という
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ことでありますから、これを生かしてこれからどう地域づくりができるか、そのことを通

して酪農家の人の誇りや地域に暮らしている人たちの誇り、そういうものをつくっていく

という意味において非常に有意義な事業であると思っていますし、これからもそれに関連

する加工産業、それは全てを町がやるという意味ではなく、これを一つの契機として加工

に取り組むような農家だったり事業者の方があらわれていくということを私としては期待

したい、そういう呼び水としての事業の効果というものもあっていいのではないだろうか

というふうに思っています。直接的に牛乳の価格に対してどのようにしていくかというと

ころは、今案があるわけではありませんけれども、多くの町民により親しんでいただいて

飲んでいただけるような対策については、また検討させていただきたいというふうに思い

ます。

ワイン用のブドウにつきましては、当地において果たしてこういった果樹系のものを栽

培して実をならすことができるのかというようなところで、極めて小規模でありますけれ

ども、まず育つかどうかというところを見きわめたいというところで今回やろうと。間も

なくこれらの植えつけがなされるかなというふうに聞いています。まず、植えたブドウが

生育するのかどうかということを見る上でも、四、五年かかるのかなというふうに思って

いますし、どのような生育になっていくのか、そのあたりを見きわめた上で将来それを拡

大してやっていくのかどうかというようなことも検討していくというようなことになるか

なというふうに思っています。

それと、お茶懇を実施してというようなお話、大変私としても歓迎するようなご提案だ

というふうに思っています。最大限町民の皆さんと直接お話ができる機会をふやしたいと

いうふうに思ってきていましたけれども、地区別の懇談会のほかに、いろんな団体等とは

懇談をさせていただく機会というものを設けています。広報等で呼びかけて、最小限の人

数というものを設定するかどうかというのはあると思いますけれども、仮に少人数であっ

ても私と直接お話をしていただけるというようなご希望があれば、それに応えてそういう

機会をしっかりつくっていくということと、それらの声については誠実に反映できるよう

にしていきたいというふうに思っています。

〇議長（村山義明君） 平中産業課長。

〇産業課長（平中敏志君） 収支決算のことでございますが、平成２８年度につきまして

は国の補助事業を活用いたしまして施設の改修ですとか設備、機械の導入等も行っており

まして、単純に収支決算状況ということでは出しておりません。補助事業上の決算の報告

ということであれば、今準備していませんので、後ほど提出したいと思いますが、それで

よろしいでしょうか。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは、町長と平中課長のお話を聞きまして、再質問はいたし

ませんが、最後に、役場職員は私は行政のプロだと思っています。その職員が地域にかか

わることは地域のまちづくりにとって大きな力だと思います。積極的にまちづくり活動に
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職員が参加し、住民の生の声を聞くことが住民との信頼関係を築くことの第一歩だと私は

思います。また、住民に対し企画立案時期の早い段階から説明責任を果たし、情報の共有

のための努力を惜しまないことがこれからの町民と行政とのまちづくりにおいて欠かせな

いものであると私は思いますので、その辺はよろしくお願いいたします。

以上をもちまして１点目の質問を終わりたいと思います。

それでは、２点目の質問に移りたいと思います。２点目の質問は、地元で学べる環境を

整え町塾の創設についてお伺いをいたします。子供たちの放課後や休日の過ごし方、家庭

学習のあり方などが学校だよりなどで報告されているが、特に家庭学習の時間が全国、全

道と比較すると非常に短いと思われる。地元で学べる環境を整え、学力向上のため町塾の

創設について教育長に伺います。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 答弁させていただきます。

家庭学習時間につきましては、それぞれの学年掛ける１０分プラス１０分を目安として

おります。小学校では模範となる家庭学習ノートを公開、中学校では学年で家庭学習の目

標時間を設定し、一人一人が取り組んだ時間をシールを添付したグラフであらわす等、こ

の目安の時間が習慣となることを児童生徒に啓発しています。教員も児童生徒の学力向上

に向けて、授業の中で目標、目当てや狙いを示すことや授業の最後に学習したことを振り

返る活動を取り入れ、学習内容の定着に努めております。学力向上には教員の指導力の向

上と児童生徒一人一人が自主的に学習する習慣を身につけることが大切と考えております。

放課後子どもプランでは、毎週英語や算数教室、学習会を実施しており、参加する児童は

１時間ほどの学習時間が確保されています。私は、このプランが地元で学べる町塾として

充実することを思い描いています。町塾の創設が学力の向上に寄与することは大変望まし

いと思いますが、適切な講師の確保や運営形態等に課題があると考えております。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは、ただいまのご答弁を伺いまして再質問させていただき

ます。

なかとんべつ放課後子どもプランの安全管理マニュアルについては、きょう手元にいた

だきました。放課後子どもプランでは、私が聞きたいのは毎週どれぐらいの児童生徒が参

加しているのか、また教える講師、時間帯などプラン内容を詳しく伺いたいと思います。

また、教育長は、町塾の創設に当たり適切な講師の確保や運営形態に課題があるとご答弁

をいただきましたが、まず全国では佐賀県の大町町が個別指導学習塾、明光義塾を運営す

る佐賀市内の企業、株式会社クース・コーポレーションに業務委託し、町内の小学３年生

から６年生を対象とした無料の算数塾を２０１５年９月に開設いたしました。児童に学習

習慣を身につけさせ、学力の向上を図るとともに、経済的事情などによる学力格差が生じ

ないようにすることを目的としているそうです。無料の学習塾は、町内の小学校の希望者

を対象、１回の授業は１時間で、６年生は週２回、３年から５年生は週１回、放課後に町
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内の公民館で塾講師から算数を教えてもらっているそうです。児童三、四人につき講師１

人が担当し、教材は塾が提供している。町によると、２０１４年度に行われた小学校全国

学力テストにおける同町の結果が全国平均より下回ったことが今回の事業の一因だと言っ

ております。町は、民間塾のノウハウを生かし、学力向上が図られればと期待しておりま

す。ちなみに、委託費用は１２６万円、現在町内の対象児童約２１０人のうち半数弱の児

童が活用しており、大変好評だそうです。

さらに、北海道では足寄町で平成２７年１０月に足寄町学習塾を開設しました。この学

習塾は、全国的にも珍しい公設民営塾で、足寄町が開設し、全国で学習塾を展開する株式

会社バース４７が経営するもので、これは足寄高校生の学力向上を支援し、それぞれの夢

をかなえることで同校の魅力アップを図り、入学希望者の増加につながることを目指して

いるそうです。学習塾の社長、高橋さんは足寄町の出身で、足寄中学、足寄高校を卒業後、

全国各地の教育格差問題は深刻だと、母校である足寄高校の子供たちへの教育貢献を通じ

て故郷のさらなる魅力に尽くしたいとお話ししております。また、足寄町長は、高校の存

続は町の発展に大きくかかわる問題、都市部の高校にも劣らない魅力で特色ある高校にな

れば、入学を目的とした町への転入も期待できると話しておられます。

このように各地で公設民営の塾を開設しております。中頓別町でも私はできないとは思

いません。町塾創設に当たり、私の再質問をお聞きになり、再度教育長の考え方をお伺い

いたします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 最初の質問から答弁いたします。

まず、放課後子どもプランの状況についてなのですけれども、現在登録者は、この答弁

要旨では３７名となっておりますけれども、１名ふえまして３８名が登録になっておりま

す。この中で毎回来ているというか、必ず来る者はどのぐらいいるかというと、約半数、

２０名に満たない状況でございます。どのような内容を行っているかということにつきま

しては、基本的には２時半過ぎぐらいに子供たちがやってくるわけですけれども、最初に

宿題といいますか、その日に習ったこと、これを各自が行っている。その後に、英会話、

算数教室について言いますと、英会話教室はダリンが担当しています。大体３時から１時

間程度、子供たちに英語を教えています。英語は１、２、３、４、大体このくらいの子供

たちが来ているわけなのですけれども、大まかに言って簡単な日常会話程度の英語をやっ

ていると思います。それから、算数教室については私のほうで担当しているのですけれど

も、週に１回やっています。ここも１年生、２年生が中心なのですけれども、頭の体操と

いいますか、１年生、２年生が考えれば解けるような問題、数独あるいは応用問題等々を

やっております。指導員というのは現在で７名の方が放課後子どもプランにかかわってお

りますけれども、その中で教員免許を持った人は１人いるはずなのですけれども、その方

も手伝うことはあるのですけれども、多くの場合は教員免許を持っていない人がかかわっ

ているというのが現状でございます。
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それから次に、塾のほうについていろいろと情報を提供していただきました。足寄高校

の情報については、私も自身で調べております。バース４７というところ、委託経営とい

うことで、足寄高校生が通っているということは情報として認識しております。それから、

佐賀県の塾の情報についてもお話を聞かせていただきました。委託料が１２６万円で、２

１０人の生徒、半数が通っているということ。約５０％に近い子供たちが通っているとい

うことは、非常にいい塾というか、人気があるのかなというふうに認識するところです。

この塾について私のほうの頭としては、放課後子どもプランというものが内容を充実する

中で町塾、これは子供たち、小学生を対象にしているのですけれども、ならないかなとい

う思いはあるのですけれども、現状では今の状況が限界といいますか、苦しいところかな

というふうに考えています。

学力の向上について自分自身の考えを申し上げますと、あくまでも学校の教員による子

供たちの指導、これが第一だと私は考えています。学校の授業をしっかりやってもらいた

い。そのために、答弁書にもお書きしましたけれども、最初の目標と最後の振り返りは、

これは確実にやってもらいたいということ、これは校長会や教頭会のほうでも日ごろから

お話をしているところです。これが大切だと思います。なおかつ、子供が自分で学習する

習慣を身につけること、これに尽きます。ただ世の中の状況的には、塾等に通っている子

供たちがいるのも確かです。本町の場合で町塾をやろうというふうに思ったときには、こ

こにも書きましたけれども、一番には講師の確保、これが頭に浮かびます。端的に言えば、

どこかの民間塾の業者と委託契約して、そこにやってもらうという方法もあるのですけれ

ども、１２６万円というお金ではそういうところはなかなか出てこないのではないかなと

いうふうには考えています。そうなると、近隣のまちというと名寄市か稚内市になる。毎

日通ってきてもらうというのは苦しいなというふうに思ったりします。そこで、頭の中で

あるのは、町で塾をやるとすれば、土曜日であるとか日曜日、あるいは長期休業中、この

ようなときに小学生や中学生を対象として何回かというか、週に１回できるかなというと

ころはあるのですけれども、今のところはここでとまっています。ただ、子供たちは、学

校の学習はさておいて、中学校の場合ですと自主的に残って学習会を行ったり、夏休み、

冬休みについては先生がついて、高校でいうような講習的なものも行われているわけで、

自学する習慣というのはそれなりに指導はされていると思います。

では、どのぐらい子供たちが勉強しているのかというのは、全国学力・学習状況調査は、

あれは６年生と中学３年生の状況の結果なのですけれども、私自身の認識としては、毎日

家庭学習を習慣的に行っている児童生徒とそうではない生徒、これが二極化しているので

はないかなというふうに考えています。これが全体の中でいくと習慣のできている者は勉

強しているけれども、そうではないというか、ほかに興味がある者についてはなかなかそ

うはなっていない。そういう意味でいうと、放課後子どもプランに来る子供たちについて

はそこで最低１時間程度の学習はしていますので、それが家庭学習時間というふうになれ

ば、十分な学習時間をとれているというふうに認識しているわけなのですけれども、これ
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が家に帰ってもさらに同じようなことをやってもらえればいいというふうには考えていま

す。そこで、注目になるのは全国学力・学習状況調査の平均正答率、これがどのぐらいに

なるかということで判断されるわけですけれども、これは何と言って表現していいか、非

常に厳しいところもあるのですけれども、本町の子供たちはその年によって大きな変化が

あります。子供の集団が少ないということ、これがまずあると思うのです。常に平均正答

率が高いような状態が続けば願ってもないのですけれども、なかなかそうはならないとい

う状況があるのもご理解していただきたいというふうに思います。

ただ、町塾創設して学力が上がるかということ、１００％そうなるかということについ

ては、今ここでは自分の中では何とも言えない部分があります。これはやってみなければ

わからない。どのぐらいの参加者がいるのか、どういう運営形態がいいのかということに

ついては、もう少しお時間をいただきたいと思います。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは、再々質問で教育長に最後に１つだけお伺いします。

私は、町塾の創設に当たり、いろんな人にお話を聞きました。町塾をつくることによっ

て、本当にこの自然豊かな田舎の子供たちが、中頓別町の子供たちが、都会と同じ環境を

つくってやって、自主的に学習に取り組むことができるのか、若干私は不安です。そこで、

伺います。最後に一言です。田邊教育長は、中頓別町に着任されまして２年が経過しまし

た。その中でいろいろな場面で中頓別町の子供たちと接し、見てきたと思います。平成２

９年度教育行政執行方針で、子供は未来からの留学生であり、希望であり、宝ですと、こ

の思いは変わりませんと述べられました。そこで、最後に一言だけ伺います。田邊教育長

は、未来からの留学生である宝、中頓別町の子供たちをどのような教育環境で育てること

が子供たちに一番いいのか、また将来中頓別町に帰ってくる子供たちであってほしいのか、

これを最後に一言だけお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 最初の質問について答弁いたします。

非常に難しい問題です。この町の子供たちは、大変明るい表情で、朝私と会っても挨拶

を交わしてくれる。私は、これだけで非常にかわいいと思います。まさに留学生であり、

宝であり、希望であると、この思いは今も変わっておりません。できるならばこの環境の

中で、私は先ほども申し上げましたけれども、やはり教員が子供たちの未来をつくるため

に学力を定着させるのだという思いを常に持ってもらいたいと思います。その補足的なも

ので町塾はあるというふうに考えています。この思いは変わりません。ただ、子供たちが

運動会の中でいい表情をして走り回る、あれが一番の地域への勇気であり、元気であり、

宝物ではないかなというふうに思っております。そういうような中で中頓別町の思い出が

心に残り、私自身は、小学校、中学校を卒業して高校は出ていくけれども、帰ってきても

らいたい、この思いはあります。帰ってきて、町の産業である酪農を継いでもらいたい、

あるいは基幹産業等、そこに入って活躍してもらいたい、こういう思いはあります。その
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ためには、この町で小学校、中学校でこういう経験をしたのだということ、それを胸に刻

みたい。そんなような教育を思い描いています。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） どうもありがとうございました。

以上をもちまして私の一般質問を終わりたいと思います。

〇議長（村山義明君） これで細谷さんの一般質問は終了いたしました。

引き続き、受け付け番号２、議席番号１番、佐藤さん。

〇１番（佐藤奈緒君） 受け付け番号２番、議席番号１番、佐藤です。私からは、放課後

子どもプラン送迎バスについて最初に質問させていただきます。

現在放課後子どもプラン専用のバスはなく、遠方の児童は親の迎えが必要で、農家の場

合だとちょうど仕事の忙しい時間と重なるために利用しにくい状況にあります。放課後子

どもプラン専用のバスとまではいかなくても、小中学校の送迎バスを利用するなど、放課

後子どもプラン終了時間に毎日走らせることのできるような時間の工夫ができないかお伺

いします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 答弁させていただきます。

ご指摘のとおり、放課後子どもプラン専用のバスは運行しておりません。現在スクール

バス、町民センター１６時３０分発、中学校の１便になりますけれども、このスクールバ

スを利用している放課後子どもプランの登録児童がいます。このスクールバスを利用する

ことは可能です。プランの終了時刻は１７時３０分です。中学校の２便は、１８時に中学

校を出発します。このバスを利用する登録児童はいません。このバスの利用は、プランの

延長、学校行事によるバス時間の変更や中学校の行事によって運行しない日もある等の課

題があります。プラン終了時刻に毎日走らせる時間の工夫については、このバスの利用も

含めて必要とされる方と協議したいと思います。

〇議長（村山義明君） 佐藤さん。

〇１番（佐藤奈緒君） 必要とされる方と協議するという前向きなご答弁をしていただい

ていると思うので、再質問はありませんが、距離に関係なく全ての児童が利用しやすい環

境を整えてほしいと思います。

それでは、２つ目の質問に移ります。２つ目の質問は、放課後子どもプランと学校の連

携についてです。毎日の放課後子どもプラン参加人数や参加者の名前など、放課後子ども

プランと学校との連携はとれているのか。また、放課後子どもプランでの安全対策や緊急

時対応はどうなっているのかお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 答弁させていただきます。

現在放課後子どもプランは、先ほど申し上げましたように３８名の小学生が登録してお

ります。この登録児童の名簿は、学校に提出しています。放課後子どもプランは毎日登録
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児童が活動に出席することが望ましいと考えますが、本人や家庭の事情等によりプランを

欠席することがあります。教育委員会では、毎日登録児童のプランの出席の有無を学校と

連携、確認してはいません。プランの指導員は、その日の活動に出席した登録児童を記録

しています。この児童は、保護者が迎えに来る、スクールバスやプランの終了時刻まで指

導員や補助員が支援、学習や体験等を行っています。プランの活動は、複数の指導員等が

見守っており、出席した登録児童の安全対策、安全管理マニュアルによる安全管理や緊急

時対応、保護者の携帯番号等の把握は確保されていると認識しています。

〇議長（村山義明君） 佐藤さん。

〇１番（佐藤奈緒君） それでは、再質問させていただきます。

入学式後の４月１０日から１４日までは、１年生の放課後子どもプランに参加する児童

は担任の先生が学校から放課後子どもプランが行われている町民センターまでは付き添っ

ていましたが、１週間たった４月１７日月曜日からは放課後子どもプランへ参加する児童

だけで町民センターまで行くことになっていました。ところが、バス通学の一人の児童が

プランに参加予定だったにもかかわらず、家に帰るために町民センターまでの移動の間に

集団を離れ、国道を一人で歩いているところをたまたま車で通りかかった親が見つけ、声

をかけ、車に乗せて、すぐ学校に連絡しました。学校の先生は、きょうから子供たちだけ

で放課後子どもプランに行くようになっていたので、てっきりプランに行っているものだ

と思っていましたと返答があり、親も事情を説明し、プランの指導員も心配していると思

い、その足でプランまで行き、指導員に説明したところ、きょうは来なかったので、休み

だと思っていました。プランに来る児童は、毎日報告を受けていないので、誰が来るのか

把握はしていませんと言われました。その児童に何もなかったからいいようなものの、も

し事故や事件に巻き込まれた場合はどこに責任があるのでしょうか。学校から町民センタ

ーまでの空白の部分の安全対策は、今の状態では全くとれていないと言えます。また、そ

の件があってから、小学校１年生では毎日帰るチェックを行い、子供たちに家に帰るのか、

プランに行くのか確認をとっています。だったら、その情報をプランにファクスするなり

して、学校とプランとで毎日参加する子供の人数や情報を連携して空白の部分の安全対策

はできないのでしょうか。もし連携できないのであれば、できない理由を教えてください。

それと、安全管理マニュアルというものを私も見させていただきましたが、これを見る

と事件や事故が起こってからの連絡方法や対処の方法しか書いていません。事件や事故が

起こるまでの安全対策というものが全然書かれていないので、それも考えてぜひこれに入

れてほしいと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） ４月当初の件につきましては、議員のほうから詳細にお話しし

ていただいたと認識しています。最初の１４日までは担任の先生が引率していたというと

ころまでは私も認識していますけれども、一人の児童が本来であれば放課後子どもプラン

に来るのにそうではなかったというのも後から連絡を受けています。何事もなかったから
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よかったというわけではないのですけれども、その後１年生の担任、あるいは別な先生が

同じような形でつい最近まで１年生を引率してきてくれています。それがどうだというわ

けではないのですけれども、来た子供たちについてはそこにいる指導員がしっかりと見守

っています。後先になりますけれども、安全マニュアルについては、事故が起こったらど

うするかということ、確かにそれしか書いていません。基本的には事故が起こることはあ

ってはならぬということで、そこはこの安全マニュアルの中には入っていません。そこで、

その中にそういうときどうするか、起こらないようにどうするかという問題と、学校に対

して学校からきょうはこの子が行きますということの確認をとるというのは、ちょっとお

いておいてもらいたいと思います。

放課後子どもプランの指導員は、そこまで求めていません。放課後子どもプランの指導

員というのは、来た子供を見守るということ、ここです。これは、教育委員会議で要綱に

ついて審議していますけれども、そこがあるわけです。そこを放課後子どもプランの人に、

学校に確認をとって誰々が来るまで確認してくれということは、そこまで私は求めていま

せん。そこまで必要だというのであれば、そこは検討しなければならぬと思いますけれど

も、去年も１年間これと同じような状況でやっていますけれども、現実に学校から放課後

子どもプランに来る子は来るわけで、来ない子は来ないという中で、来た子についての出

席はあるわけですけれども、来る、来ないの状況というのは学校とは連絡をとっていませ

ん。学校の中にもそういうものまで求めてはいません。

ただ、そういうことが必要だというのもわかるのだけれども、学校から外に出たらそこ

は放課後の時間になるわけです。そこの間を何とかしろというふうにもとれるのですけれ

ども、放課後、学校を出て家に帰るまでの時間というのはその子供が成長する中での時間

だと私は思っているのです。放課後見守り隊等もその中でいるわけなのですけれども、た

またまこういうことが起こったのだけれども、放課後子どもプランの人たちと学校の中で、

きょう誰々が行きます、ファクス下さいというのをやりなさいというふうに求められてい

るというふうに思うのですけれども、そこは学校と協議しなければ、私の一存でやりまし

ょうというふうになるかどうかは今はここでは即答はできません。

プランというものは、もともとは学童保育からきています。文部科学省と厚生労働省に

あったのを去年から一つにまとめています。その中で見ています。考え方が多少違う部分

もあるのです。それを一つにやった。それから、安全管理マニュアルというのは、文科省

のほうでやっていた児童教室のほうのものがメーンになっているのです。それをそのまま

踏襲しているのです。その中にも佐藤議員が指摘されたようなものについては特にないの

です。ということは、来た子供たちについて見守ってくださいというふうに私は理解して

いたのです。その辺については、認識を新たにして検討しなければならぬとは思いますけ

れども、今携わっている指導員の方々の勤務体制、責任の問題等についてこうしてくださ

いというふうにはまだできないと思います。こういうような要望があるということなので

すけれども、こういうことはありましたけれども、あったということは受けとめますけれ
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ども、その後の今の状況はどうなのかということについては、議員の指摘があったような

ことはないというふうに私は認識しているのです。学校から子どもプランに来る、その間

に帰っていくという子供の例はないのですけれども、もしあるのであれば、これはいかが

なものかというふうには思いますけれども、結局放課後子どもプランに来る、来ないとい

うのは保護者のほうから事前に連絡があったりするのですね、休みますと。そういう中で

把握はしているのです。連絡がなければ来ると、来ることが前提でやっているわけです。

ただ、強制力はないわけです。親のほうで行っていると思っても、家に帰る子は現実にい

ると思います。それは、全員が全員遠くではないわけで、近くの子もいるわけです。ああ、

きょう来たのだという子供もいます。そこまで学校のほうへ、プランへ行く、行かないと

いうことを求めるというのも何とも言えない部分があると思います。

ただ、ご指摘については受けとめさせていただきます。どういうふうになるかというの

は今後のことになるかと思いますけれども、マニュアルについてはその部分も含めて文言

として検討していきたいと思います。

〇議長（村山義明君） 佐藤さん。

〇１番（佐藤奈緒君） 平成２８年度から制度が変わって、プランに来る子をまずチェッ

クして、そういうことをすることにはなっていないということは私も勉強して知っている

のですけれども、実際に私がさっき言ったようなことが起こり、教育長が言われたように

今回は何もなかったからよかったのですけれども、この間も不審者情報とかあったと思う

のですけれども、すごく短い距離なのですけれども、学校から放課後子どもプランの町民

センターに行くまでの間に、例えば不審者の人に声をかけられて子供が連れていかれてし

まったという状況になった場合にどういうふうに親に連絡が行くのか。今の状態だと、も

ちろん親に連絡が行く方法もないですし、先生もわからない、プランの指導員もわからな

い、親は親でプランに行っていると思っているという状況に陥ると思うのです。だから、

教育長が言われることはすごくよくわかるのですけれども、親としては子供の安全という

面ではちゃんと確保していただいて、教育長がさっき言われたみたいに学校とちゃんと協

議して、今後どうしていくのか。きのう小学校に確認したところ、まだ学校の先生が付き

添っていますという返事をいただいたのです。それもいつまでしますという決まりもなく、

いつそれをやめようか、どうしようかと今考えているところなのですという先生からの返

答をいただいたのですけれども、もしそれがなくなった場合に、子供の安全を守るために

はどうするのがいいのかというのを町のほうでもいろいろ考えていただいて、子供の安全

を守るという意味でもその空白の部分を何とかしていただきたいというのがきっと親の願

いでもあると思うので、そこは今後、今でなくていいのですので、これから小学校とかと

話し合ってぜひ考えていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。

〇議長（村山義明君） これで佐藤さんの一般質問は終了いたしました。

ここで昼食のため議場の時計で１３時まで休憩いたします。
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休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

それでは、会議を続けます。

一般質問を続けます。

引き続き、受け付け番号３、議席番号４番、宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 受け付け番号３番、議席番号４番、宮崎です。私の１問目は、今

年度の行政機構について伺います。

平成２９年度中頓別町行政機構組織図を目にして、職員配置に疑問を感じております。

副町長が総務課長を兼務しているのはなぜでしょうか。一般職を担える人材が不足してい

ながら特別職をふやすのは矛盾しており、改めて副町長の事務機構上の必要性、町民にと

ってのメリット、デメリットについて伺いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

副町長は、地方自治法に基づき配置を原則としており、長の最高補助機関として補助機

関を統括するとともに、町長の命を受け関係部局を指揮監督して、必要な政策判断を行う

役割として位置づけられていると解していて、その機能を活用していくことが必要と考え

ています。また、長の職務、権限の代理、委任及び補助執行を行う機能を有しています。

特に町長に事故あるときや欠けたときに町長の代理として町を代表し、職務を行う者が必

要となりますが、地方自治法でもこれを副町長と規定されており、副町長が議会の同意を

得て選任される理由もここにあるというふうに理解しているところであります。

現在の職員配置について課題があるのは確かですが、現在の重点課題や次年度以降の体

制なども考慮して行ったものです。今後の異動等によりさらにしっかりした体制を築いて

いきたいというふうに考えております。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 副町長については、地方自治法に基づき配置を原則としていると

いうふうにお答えいただいております。ただ、これは絶対ではないというふうに思います。

財政的にとか、適任者がいない、こういった事情がある場合には、条例を定めて配置をし

ないということも可能であるというふうにされています。例えば副町長どころか、議会で

あっても人材不足などで維持することが困難な場合、何日か前にテレビで話題になってい

ましたけれども、町村総会を設置すれば、議会を廃止して住民が直接議案審議などを行え

るというふうになります。現に中頓別町は副町長を置かないという条例を定めない状態で

１０年やってこられたわけですから、また現在でも副町村長を配置していない自治体もあ

りますし、だから今ここで副町長のことに関して地方自治法を持ち出すこともないかなと
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いうふうに思います。

このご答弁で主に副町長の役割をご説明いただいておりますけれども、ちょっと質問の

趣旨とはずれるかなというふうに思います。ご説明いただいた役割を見ると、業務が本当

に多岐にわたって、とても一般職の役職までを兼務できるというふうには思えない、そう

いったご説明でありまして、こういったことを伺っているわけですから、再度お答えをい

ただきたいと思うのですけれども、その兼務に関してなのですけれども、中頓別町の経過

からいくと総務課長が退職をされて副町長になったのに、なぜまた総務課長を担うのかと、

それなら今までと変わらないし、それどころか、先ほど申し上げましたけれども、物すご

くお忙しい状況になってしまって、おろそかになってしまわないかというふうに、町民の

中ではそういう声が結構多いかなという印象を受けるのですけれども、役場の中でもそう

いった声があるのではないかなと私は思うのだけれども、それが町長にまで届くかどうか

はわかりませんけれども、こういった印象についてはいかがか。

また、この点、兼務についてなのですけれども、なぜ副町長選任のときに議会でこのこ

とを説明されなかったのか。同意された議員の方々はご存じだったのか、わからないです

けれども、もしそうでなければ、もしかしたら結果は違っていたかもしれないというふう

に思いますので、この点についてもお伺いをしたいと思います。

そして、本当に総務課長を初め、退職であるとか異動等によって生じる課長職とか同等

職と職員配置の空席を埋める人材というのは不足しているような状況なのか。近隣町村で

は３０代というような若さで総務課長などの課長職に任命をされて現職である方もいらっ

しゃるようで、中頓別町でも、本当かどうかはわからないですけれども、過去には２０代

で総務課長になった方もいるというようなことを聞きました。これは、職員採用にも通ず

るところかもしれませんけれども、年齢というのはそんなに関係ないのではないかなと、

私も自分の経験上思うところであるわけなのですけれども、ですので今の中頓別町という

のは実力であるとか能力主義というよりは年功序列的なところがあるのかなというところ、

これらの点について再度伺いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 私自身も今の副町長が総務課長の事務取扱をするということが望

ましい形であるというふうに考えているわけではなく、先ほども申し上げましたとおり、

遠くないうちにはこの状態を解消したいというふうに思っています。ただ、副町長の位置

づけ、役割について先ほど最初の答弁でも申し上げさせていただいておりますけれども、

これはまずきちんと配置をするということが私はやはり必要であると、何よりも今人事機

構においては最優先にすべきことではないかというふうに考えています。確かに１０年間

というブランクはありましたけれども、このことをもってしっかりとした今後の行政を執

行していく体制を整えるという意味においてこれが不可欠であるというふうな考え方を持

って、１０年以上の空白を置かないという考え方を基本に配置をさせていただいていると

いうことであります。確かにこの状況について、私は直接職員からこのことに関する意見



- 40 -

等を伺ったことはありませんけれども、こういう体制に対する不安等ももしかしたらある

のかもしれません。いずれにしても、できるだけ早い段階でこれらを解消していく体制を

整えたいというふうに考えているという点についてはご理解をいただきたいと思います。

議会の際に説明しなかったと、これは一部の議員ということではなくて、全ての方にそ

のときについては説明をしていません。その段階で最終的に今のような体制にするという

ふうに決めていたというわけではなく、その後今の副町長ともいろいろ協議をした結果の

中で今のような体制になったということであります。それと、私は今課長席を空席にしな

ければならないほど人材がいないというふうに考えているということでは決してなくて、

今いる主幹職の中、ほとんどの職員が、全てと言っていいと思いますけれども、非常に高

い能力、そして一生懸命頑張っていただいているというふうに思っていますので、遠から

ずこういった職員の中から課長職を担うべく人材が出てくるというふうに考えているとこ

ろでありますけれども、今多岐にわたって新しい事業なども取り組んでいく中で、そうい

う意味では実務に当たっていく直接の担当職員、そこを手厚く配置していくというような

ことを優先したというようなところから、現在のような体制になっているということでご

理解をいただきたいというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 副町長については配置されるということになったわけですから、

その上で職員の方々も能力が高いということで、遠からずということであれば、今現在に

ついてもそんなに無理して兼務とか、そういう形をしく必要はないのではないかなという

ところです。

機構ということに関連して、これも町長に私何度もお伺いしているので、嫌かなと思う

のですけれども、グループ制について。これは、前回一般質問したときにも、前と変わら

ずグループ制については継続をされていくというお考えについては示されているのですけ

れども、例えばきょうもありました行政報告の国保税の問題とか、これは前年度のことで

はありますけれども、部署内、課の中のグループだけではなくて、課を飛び越えて連携す

べき事業、国保なんかはまさにそうだと思います。保健福祉課と総務課の中でと。なかな

かこれを一つにするということは難しいですから、課の中だけではなくて、課を飛び越え

たグループ制というのもお考えになってもいいのではないかなということを再度お伺いし

たいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） グループ制について、実質今複数のグループを持っているのは総

務課ということで、３月の議会で機構改革、これからしばらく継続していく体制として今

のような形にさせていただいているという中で、一つの課ではありますけれども、複数の

グループが残るという中で、今後もグループ制という形をとっていくというようなことで

あります。今議員おっしゃっていただいたように、確かに複数の課をまたがる業務という

のもあって、基本的にグループは課の中に設置するという考え方に立っているので、その
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グループを複数の課をまたいで設置するという制度になるかどうかというのはありますけ

れども、ただ一つ一つ、事務の連携とかプロジェクトとか、そういう必要に応じた横の連

携ができるような、そういう体制というものを改めて考えながら、今回の事故に至った経

緯などもしっかり検証する必要があると思っていますし、そういうことがないような体制

づくりをこれから考えていきたいというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 行政報告のときにも町長がおっしゃっていましたけれども、行政

内での連携であるとかチェック機能というのをこれから高めていっていただきたいなとい

うふうに思います。

それでは、２問目は町職員の採用について伺います。４月に予定されていた一般職の経

験採用等は実施されたのでしょうか。同じように今後も募集を行っていかれるのか。町長

がこだわる職員年齢の落差、すき間を埋めることに何の意味があるのかと感じるほど若い

職員の成長は早いと思います。本町独自の試験というのは恣意が入りやすいというふうに

も思います。公正な町村会試験を基本に能力ある若い人材を確保すべきで、採用辞退が多

発するのは別な原因があるのではないでしょうか。今後の職員採用を見直す以上に職員の

質の向上が求められていると思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

一般行政職社会人枠採用試験は４月１６日に実施し、１名を採用決定し、６月１日より

職務についているところです。今後の取り扱いですが、平成２９年第１回定例会一般質問

でも申し上げたとおり、宗谷町村会における採用試験を基本としつつ、社会人枠での採用

に関しても引き続き取り組みを行っていく考えです。また、ご指摘のとおり職員能力を高

める取り組みは重要であり、今後も各種職員研修会への積極的な派遣や北海道、宗谷総合

振興局を含めてでありますけれども、等への相互交流派遣事業への取り組みを図る中で職

員の能力の向上に努めていきたいというふうに考えております。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） ４月に実施された試験で１名採用されて、６月１日から職務につ

いている職員がいるということを私は６月９日にこの答弁書を受け取って初めて知ること

になったのですけれども、例えば１２日に今月は広報なんかも発行されているわけですけ

れども、この中で紹介というようなことはなかったというふうに思い、非常に残念だなと

思うのですけれども、役場の中でさえ６月１日に初めて知ったというような方もいらっし

ゃったようで、そうすると一般の町民の皆さんはまだほとんどこのことはご存じないのか

なというふうに思います。

また、たしか保育士の募集もあったかなというふうに思うのですけれども、その点につ

いてはいかがか。

それと、あわせて４月１６日の試験にはどれぐらいの受験があったのか、また採用され
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た職員がどういう部署に配置されているのか、専門性を求めるところがありましたので、

その点についていかがか。それと、地元の方なのか、町外の方なのか、また地元の若者の

受験なんかもあったのかが気になるところであるのですけれども、また受験者の方は前回

伺ったときの２月の話ではハローワークに掲載をできるような対応をとられているという

ことで、ハローワークを見て応募なり問い合わせがあったということでしたけれども、今

回どのように採用情報を皆さん知り得ておられたのかなというのがちょっと気になるとこ

ろです。

それと、そのときにも指摘というか、広報でのお知らせなんかの掲載であるとか、ホー

ムページなんかで採用期間がもう始まっているのに掲載されていないとかということがあ

って、その後、私もずっと見ていたわけではないのですけれども、結局ホームページのほ

うは掲載されなかったのかなというふうに感じていましたので、それについてもお答えを

いただきたいと思います。

それと、町村会の試験だけではなくて社会人枠の試験も、これはずっとおっしゃってお

られますけれども、続けていくということでありますけれども、例えば年度内に再度採用

を視野に実施をするということになるのか、毎年度１人でも採用するという形で行ってい

くのか。

これらの点についてお伺いしたいと思います。

〇議長（村山義明君） 遠藤副町長。

〇副町長（遠藤義一君） 私のほうからご答弁申し上げます。

今回の４月１６日の採用試験に当たりましては、応募者は２名で、２人とも現職の公務

員の方が応募していただきました。１名の方は道東の現職の消防職員であります。今回採

用された方につきましては、大学を卒業した後独立行政法人で勤務をされて、その後愛知

県の豊明市の職員であった方が今回当町に応募していただいて、採用になったということ

であります。

１つだけお話をさせていただきたいのは、今回の町が独自にやる採用試験につきまして

は、基本的に町村会がやる試験と全く同じでありまして、宗谷町村会におきましては日本

人事試験研究センターが行う試験をもとにして、それにあわせて職務適応性の検査等を行

って、面接を行うという形でありますので、当町も全く同じでありまして、日本人事試験

研究センターの試験を実施した後、適性検査を行って面接を行うというスタイルでやって

いますので、決して町村会と全く違うような取り扱いを恣意的にやっているとかというこ

とではないということだけはご承知いただきたいというふうに思います。２名の方の応募

で、１名のみ採用というふうになりました。

それから、保育士については、募集をしましたけれども、実際に社会人枠での応募はな

くて、実施はされていません。

それから、ハローワークの関係、今回この方々につきましては基本的にはハローワーク

を活用していただいたというふうに思っております。
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それから、ホームページの取り扱いでありますけれども、言われた後にうちのほうとし

ては中に入れてやってきた経緯が、私のほうから直接担当のほうに申しましたので、その

辺は対応しているというふうに思います。

それから、今後の年度内での社会人枠での採用ということ、これについては来年度にな

ろうかと思います例えば早期退職者の状況だとか、そういうものを踏まえながら対応しな

ければなりませんので、基本的には年度内に再度募集をかけるということもあり得るとい

うふうに思います。また、毎年それを行うのかということですが、これは町村会の採用試

験の大卒、それから初級の採用状況によっても変わってくるところがあると思いますので、

これは毎年度行うのかと言われれば、そのときの状況に合わせて対応せざるを得ないのか

なというふうに考えているところです。

漏れているところがあれば。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 済みません。先ほどちょっと聞きたいことを漏らしてしまったの

で、再度お伺いしたいと思うのですけれども、今回もともと行政関係の方々が応募して、

試験を受けてくださったということで、本当に即戦力という感じにはなるかなと思うので

すけれども、先ほどの今後も試験を続けていかれるというところで、２月、４月と林業、

農業、商工業というような専門性について経験があればより可というような、こういう募

集を続けていらっしゃるということなのですけれども、社会人枠の募集がされ始めたころ

というのは、そういう要件というのは特別なくて、一般行政職というような感じで、この

点についてはどちらで今後進めていかれるのか。再度また、専門分野の方を採用できたわ

けではないと思うので、そういう形になるのか、これを再度お伺いしたいと思います。

それと、社会人枠のほうではなくて、職員の採用ということで町村会の試験についてな

のですけれども、今年度４月１日からの採用ということでは高卒の方々３名でしたか、お

断りをされてしまったということでありましたけれども、高卒の方を採用しようというこ

とであったわけです。それで、これまでは主に大卒の方々を何年間か続けて採用されてこ

られて、これも採用が再開されたときは高卒の方と大卒の方どちらも採用したというとこ

ろもあると思うのですけれども、どちらか一方ではなくて、特に地元の若者なんかにとっ

ては、高卒であっても大卒であってもどちらでも受けられるというような間口を広げるよ

うな募集であるとかということが、そのほうがいいのではないかなというふうに思うので、

この点についても再度伺いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 遠藤副町長。

〇副町長（遠藤義一君） まず、１点、専門的な部署に配置するための職員募集の関係、

確かに当初、前々回はそういう形にさせていただきました。しかしながら、そのことによ

って多くの応募があったかというと、決してそうではなくて、今回についてはそういう形

でなく一般行政職という形で応募をお願いしたということであります。今後も、特に専門

性を求める部分については今も変わりはありませんけれども、ただ応募に関してはそうい
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う形ではなくて今回と同じような形で一般行政という形で取り扱うことのほうが望ましい

かなというふうには考えています。

大卒と高卒の採用の部分でありますけれども、うちが当初復活したときには、１０年間

空白になっているために、それを復活させるには年齢的な構成のことも考えながら対応す

べきということで、大卒を主にとって、年齢幅を広げるということではなく、縮めたいと

いうこともあっての採用だったと思います。ところが、おととしからもそうですけれども、

基本的にはそこに余り比重が大きくなるとそこに集中してしまうということもありますの

で、できれば高卒が欲しいなというのが去年あって、去年は大卒を募集しないで、高卒だ

けで対応してきたということでありますので、今後もその辺の間口の取り扱いについては

職員の全体的な状況を踏まえながら対応する必要性はあると思いますので、高卒、大卒満

遍なくその辺の対応を考えていく必要性はあるかなというふうに思っておりますので、来

年度のうちの募集に関しても高卒も大卒も募集としてはやっていく考え方には立っている

ということであります。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 若干だけ補足をさせていただきたいと思います。

かつてと違いまして、今は公務員だからといってたくさんの方が応募してくれるという

状況にはなかなかないかなというふうに思っています。ただ、町としては少しでも力のあ

る職員を採用して育てていきたいということから、副町長にもお願いしているのですけれ

ども、これから町村会の試験も含めて、今こっちに来なければ受験できないというよう形

になっているので、札幌だったり、東京だったりとかというような試験会場、これは町村

会全体でとかという話ですけれども、そういったようなことも考えていただけないかとい

うことを町としても提起をしてやっていきたいと。それと、試験の方法、内容についても

ほかの自治体では今やっているような行政職の能力、専門性の高い評価試験というだけで

はなくて、民間の会社が開発した総合能力評価の試験を採用しているというような自治体

もあるというふうに聞いていますので、試験方法等についても新たな仕組みができないか

ということも、少し時間がかかる部分もありますけれども、そういったことも含めて検討

していきたいというふうに考えているところです。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 職員の採用については、今年度に関してはちょっと残念な部分が

あったわけですけれども、そういった反省も生かして、ぜひ魅力ある職場づくりであると

か、まちづくりを一緒にしていっていただきたいなというふうに思います。

それでは、３問目は新たな施策等の現況や今後について伺います。ライドシェアの利用

では、実質無料から実費負担に変わるということでありましたが、利用状況等に変化は起

きているのでしょうか。

なかとん牛乳では、４月から町直営として加工が再開され、カップアイスの販売なども

行われているようであり、改めて乳製品の採算性や牛乳、農業体験交流施設の今後の展開
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等について伺います。

経営状況が心配される南宗谷福祉会では、今年度から改革が実行されるとのことであり

ましたが、経費の節約等は図られているのでしょうか。長寿園空床の状況もほぼ満床に回

復しているとのことでありましたが、変わりはないでしょうか。利用者へのサービスの低

下はないか。持続可能年数の試算など、今後の見通し等についても具体的にお答え願いま

す。

また、今定例会ではエゾシカ食肉加工処理施設の建設に対し、地域づくり活動支援制度

から約１，０００万円の補助金が予算計上されておりますが、事業の概要等は適切でしょ

うか。排気、臭気、環境対策には問題ないか。建設予定地とされている藤井地区は、町民

がウオーキングなどにも活用しており、熊などと遭遇するおそれが高くなるのではないで

しょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

まず、ライドシェアは、４月２０日から利用者に実費負担をいただく運用に切りかえて

実証実験を継続しているところですが、変更後５月の連休を挟んだことやこれまで利用し

ていただいた方はタクシーチケットを優先して使用している状況があることから、実質無

料時に比べて若干減少傾向にあります。具体的な統計としては、一定期間の実績がまとま

り次第お示ししたいと考えております。

なかとん牛乳は、町民の皆様に地域で生産される牛乳を消費していただくと同時に、本

町をＰＲする貴重な物産として活用していきたいと考えております。飲用乳販売のみでの

採算性の確保は難しいものの、町を宣伝するツールの一つとして位置づけているところで

あり、今後はイベント時や期間限定という形でカップアイスやソフトクリームの販売等も

予定しており、これらの加工品販売収益で少しでも飲用乳分の補填ができればと考えてお

ります。また、平成２８年度では商工会が事業を実施している小規模事業者地域力活用新

事業全国展開支援事業においてなかとん牛乳を使用した特産品の開発及び試験販売も行わ

れておりますが、今後もなかとん牛乳を活用した商品開発の機運が高まればと期待してい

るところであります。農業体験交流施設につきましては、なかとん牛乳を活用した体験メ

ニューを宣伝するなどにより施設の利用率の向上を図っていきたいと考えております。

南宗谷福祉会におきましては、現在経費の削減を図っている状況でありますが、引き続

き経費削減についての施策の協議を進めております。また、居室の状況におきましては、

特養、養護合わせて９７から９８％の入所状況であり、利用者の確保に向け努力している

状況であります。利用者へのサービスにつきましては、職員のスキルアップ等により利用

者へのサービス向上に向け努力をしているところであります。施設運営の見通しにつきま

しては、本年度予定しています介護保険事業計画の策定に伴い、見通しを立てていきたい

と考えていますが、宗谷総合振興局の助言をいただき、法人と協議を進めているところで

あります。
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エゾシカ食肉加工処理施設の建設については、地域づくり活動支援補助金条例の趣旨と

合致しており、その事業概要についても問題がないものと考えております。ご心配されて

おります排気、臭気、環境対策については法的に問題がないものと捉えておりますが、周

辺環境への配慮や野生動物への影響も考慮して実施していただくよう、事業採択に向けて

条件を付すなどの対応をとっていくことと考えているところであります。

以上であります。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） それでは、再度、まずライドシェアについて、４月２０日から実

費負担に切りかえということになったということなのですけれども、すぐゴールデンウイ

ークがあってということで、例えば行政施設などに用事があって利用されている方が多い

というようなことになるのかなと思うところなのですけれども、タクシーチケットを優先

して利用されているということは、タクシーチケットは高齢者の方にとっては使いやすい

ということになると思います。これは以前から申し上げているかなと思いますけれども、

ライドシェアをやることによって、改めてタクシーチケットの需要の高さなんかもわかる

ところがあるかなというふうに思います。この点でライドシェア、今の形で続けていく中

で、それだけではなくてほかの交通手段、例えば公用車、大型のものとか、スクールバス、

病院のバス、温泉のバス、こういったいろんな交通手段が町の中では日々動いているわけ

なのです。なので、今のライドシェアとは違った形のライドシェアというのも移動手段と

してあるわけですから、同時にそのような可能性を探っていくということも必要なのでは

ないかなというふうに思うのですけれども、この点いかがか。

それと、なかとん牛乳については、先ほどちょっと細谷議員に質問をとられた部分があ

るのですけれども、採算性の点で私もお伺いしようかなと思っていて、収支決算について

は後でお示しいただけるということでしたので、それ以外でお伺いしたいのですけれども、

２００ミリと９００ミリという牛乳があって、私の記憶違いかもしれないですけれども、

私の記憶では２００ミリのほうがちょっと赤字なのですと、９００ミリのほうが逆に黒字

なのですというふうに聞いた記憶がありまして、ただ採算の確保が難しいというところで

いくと、どっちも黒字というのは言えないというのが正解だったのかなという感じがする

のですけれども、これをちょっと確認をさせていただきたいと思います。そして、アイス

のほうの販売によって穴を埋めていきたいというようなお答えがあるので、アイスのほう

は黒字というようなことになるのかなと思うのですけれども、これは人件費であるとか、

光熱費であるとかも全て含めて原価計算に対して収益がアイスのほうは出るということな

のか、これについてお伺いしたいと思います。

それと、南宗谷福祉会については、なかなか現状では具体的にお答えいただけるところ

が少ないのかなというようなご答弁かなというふうに感じます。その点、利用状況につい

ては９７から９８ということなので、１００％に近いですけれども、切っているというこ

とは、待機されているような方はいらっしゃらないような状況でこの数字になっているの
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か、１００は切っているけれども、待機しているような方もいらっしゃるというようなこ

となのか、この点いかがか。

また、サービスの向上に向け努力されているということで、業務内でのサービスの向上

というのはもちろんだと思うのですけれども、プラスアルファで他の施設と差別化を図れ

るようなサービスなんかについてはどうかなと。また、いろいろ利用者の方々が楽しんで

こられた行事がなくなったりとか、負担がふえるというような変更もあったというふうに

伺っているのですけれども、これをやることで間違いなく経費の節約にはなると思うので

すけれども、こういったことを全て節約することによって全てがプラスに働くというふう

にも思えないのですけれども、長寿園独自の考えでこういう変更が行われたのか、行政か

らの指導や助言によるものなのか。また、法人側が抱える行政への不満というのかわから

ないですけれども、そういったものは法人側から何かあったりしないのか。増改築の工事

がちょっと停滞しているのではないかなという話もあるようなので、その状況について伺

いたいと思います。

それと、最後です。エゾシカの食肉加工処理施設建設については、地域づくり活動支援

補助金条例の趣旨と合致しているというふうにあるのですけれども、この条例、制度だけ

ではないのではないかなというふうに思います。事業の計画の概要を読ませていただくと、

エゾシカを含む野生鳥獣の食肉処理場を建設して、地域にある資源を廃棄せず、食肉とし

て販売することで有効活用につなげる。処理場の規模は約２０坪で、年間約２０頭のエゾ

シカを食肉として処理し、外食店舗及び一般消費者に販売するということですから、私は

これは産業になるのではないかなというふうに思います。そうすると、地域づくり活動支

援ではなくて、商工業の振興支援などの制度のほうが適切なのではないかなというふうに

思うのですけれども、この点いかがか。

また、臭気対策なども問題ないということなのですけれども、例えば排水なんかについ

てはどのような形で行われるのか。最初に排気、臭気と同じようなことを聞いてしまった

ので、もともと排水についても聞こうと思っていたので、これについてもお伺いしたいと

思います。

それと、事業の採択に向けて条件を付すなどの対応をとって実施していただくというふ

うにあるのですけれども、正直これは私は順番的にはおかしいのではないかなというふう

に思います。特定の事業、個人、こういったものに対して支出されることが明らかなわけ

ですから、予算審議の段階で条件を付しておく、クリアしている必要があるのではないか

というふうに思います。後でやりますというような口約束のようなものは正直信用できな

いというふうに思いますので、予算さえ通ってしまえば実際は何も対応しなくても補助が

できてしまうわけですから、商売をされるということであれば、例えば商工会に加盟をし

ていただくとか、野生鳥獣の猟を行うということであれば、猟友会のようなものに入会を

していただくなど、補助を受ける上で信用を担保する対応はとられておられるでしょうか。

たくさんありますけれども、再度お願いします。
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〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。

〇総務課参事（長尾 享君） 私のほうからは部分的に答弁していきたいと思います。

まず、ライドシェアにきましては、５月の連休によって利用が若干落ちたという説明を

させていただいたのですが、そこはまず電話対応が役場しかできないというところに大き

な要因があるのかなと。ですので、アプリケーションを持って自分で動いた方はいるとは

思うのですが、今まで電話で頼んでいた方は、役場がそこは職員が常駐していないという

ことで一部使えなかった方もいるのではないかと、これは想定なのですが、そういったこ

とで利用が若干下がったのではないかというふうに想定しております。

あと、タクシーチケットの優先的な利用の高さという話ですが、逆に我々は、タクシー

チケットを持っているご高齢者がライドシェアという仕組みがあることによってタクシー

チケットを先にといいますか、優先的に使ってもその後でライドシェアという仕組みがあ

るので、安心感があるというのが一方であるのかなと思いますので、実際に４月、５月の

タクシーチケットの利用高を見ても、若干ですが、伸びているような実績は出ています。

あと、その他の交通との関係ですが、ライドシェアをこの先もう少し広域化に向けてい

くという思いもありますし、あとあわせて我々はバス、それからＪＲといった公共交通の

担当部署でもありますので、宗谷バスの動きも含めていろんな問題もありつつ、さらには

ＪＲのいろんな問題もありますが、そこをトータルで中頓別町の交通を考えていきたいと

いう思いも一方で持っています。それとライドシェアの動きとあわせて、短距離、それか

ら長距離、そういったことで町全体の交通は今後に向けてどういった形が望ましいのかと

いうのも考えていきたいと思っています。ただ、今の時点ではまずはライドシェアの実証

実験をしっかりやった上で、方向性としては今年度一部実費負担となったことも踏まえた

方向性といいますか、その結果というのをしっかり出したいと思っているところでありま

す。今現段階ではです。

それから、ミルクと福祉は飛ばさせていただいて、エゾシカの関係なのですが、条件の

関係ですが、もう既に地域づくり活動支援補助の採択に向けた審査委員会のほうは終えて

おりまして、そこで後で常任委員会のほうで発言しようかと思っていたのですが、条件を

付して採択としたいという考えを持っています。その中でもちょっと排水の関係も触れて

いますので、ここで若干触れたいと思いますが、条件の一つとしまして、環境について配

慮すること、特に排水処理については沈殿ますをつくるなどの対策を講じることというの

を１点目の条件に考えております。条件２、３も、せっかくなのでお話ししますが、経営

の継続性を確保するために、今後においては猟友会への加入も含めて地域全体との連携、

協力体制を確立することというのを条件の２つ目としております。条件の３つ目ですが、

地域づくりの観点から地域内消費と将来的な特産品開発を目指すこと。一応この３点を審

査委員会の採択の条件として、本人にも提示して、今後それに向けて努力、それから改善

いただくといったお話もいただいているところであります。

あと、排水のほうですが、その旨を本人に話した上で、沈殿ますのほうをしっかりして、
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川に流さない、そういった取り組みをしていきたいと。ただ、あそこにつきましては水質

汚濁の特定施設には当たらないということですので、届け出義務はないと、法的には問題

ないというふうにされておりますが、ただそうはいっても環境に配慮していくという町の

思いがありますので、沈殿ますをつくって、そこに一回ためて、そこで固形物があれば取

り除いて、水だけを浸透していくというのを最低条件にしていただければというふうに考

えて、本人に提示したところであります。一応条件と排水のことですが、商工業のほうは

産業課のほうからお願いしたいと思います。

〇議長（村山義明君） 平中産業課長。

〇産業課長（平中敏志君） まず、なかとん牛乳の部分についてお話ししたいと思います。

収支部分については、先ほど細谷議員にご説明いたしましたが、後ほど資料を提出した

いというふうに思います。

あと、牛乳の単価の部分でございますが、昨年一般質問の中でお答えさせていただいて

いますが、確かに２００ミリリットルの部分につきましてはかなりの赤字が想定されると。

ただ、９００ミリリットルの部分については、若干ではありますが、製造コストと販売価

格での比較では若干の黒字が出る見込みということではありますが、これもあくまでも２

００ミリリットルをつくりながら９００ミリリットルをつくるという中の人件費の割合を

分割というか、した形の中でのコスト計算になっておりますので、単純に９００のほうが

もうけられるのだということにはなかなかならないということです。また、消費期限が製

造日を入れて４日と短いということがどうしてもネックになりまして、その辺のロス部分

も当然製造コストの中には見ておりますので、その部分で大量につくって大量消費すると

いうことになかなかならないということでコストは高くなってしまうということになりま

す。

あとアイスクリームのことなのですが、先日ゴールデンウイーク期間中になかとんアイ

スと銘打ってカップアイスを販売させていただきました。道の駅と温泉だけなのですけれ

ども、１８７個を売り上げさせていただいています。これにつきましては、製造コスト、

人件費も含めておおむね１３０円ぐらいになるのかなという見込みをしています。実際に

は販売は２５０円で売っていただいておりますが、その部分については卸価格とかもあり

ますけれども、おおむねそれぐらいにはなるのかなと思うのですが、アイスだと消費期限

が長く持てるということで、ロスを考えなくてもいいということになりますので、そうい

う意味で製造コストが下がるということが出てくるかなと思います。いずれにしても、あ

の施設はもともと体験交流施設ということですので、製造施設ではないというところで、

大々的に製造するということがなかなか難しいものですから、今後も期間限定だとかとい

う形で、なかとん牛乳を使ってこういう商品ができていく、こういう体験もできるという

ことをお知らせしながら使っていきたいなというふうに考えていますので、ご理解いただ

きたいというふうに思います。

そして、エゾシカの食肉加工処理施設の関係で商工業の支援条例のほうが適切ではない
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かというお話がございましたが、これに関しては商工会のほうに本人のほうから簡単な相

談が一回あったという話は聞いておりますが、その後の相談というのは特にされていなか

ったという話を伺っております。その中で、商工業のほうの申請には今回来ていないとい

う形で私どものほうは承っております。

以上です。

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課長。

〇保健福祉課長（吉田智一君） それでは、法人の関係でお答えしたいと思います。

まず最初に、待機状況というところでお話がありました。その中で、現状としましては、

今現在ですけれども、養護５５名のところ、今現在満床、５５名入っています。待機者が

数名いるという現状ではあります。あと、特養でありますけれども、５月の時点で５３名

いましたが、１名亡くなって、６月１日の時点で５２名、今現在、６月に入ってから２名

ほど亡くなっていますので、今の時点で５０名の状況ということであります。特養につい

ては、早急にという待機者は今現在いないところですので、入る方ということで、その活

動をしている状況ということであります。

あと、施設の関係ですが、経費節減というところで町のほうと協議しながら、どう節減

していこうかという話はしていましたが、実際的には行事の縮小だとか、そういう部分に

ついてはうちから直接、この行事はやめなさいとかといったことではありませんので、あ

くまでも法人独自の施策として出てきているというふうに私どもも考えております。

もう一点、他の施設との差別化というところでは、これにつきましては、どういうこと

ができるだろうというところでは今現在協議を進めている最中でありまして、今何をやろ

うと直接出ているものではありませんけれども、今後についてその辺はもっと詳しくとい

うか、深く協議を進めていきたいなというところで考えているところであります。

あと、法人からの不満は聞いていないでしょうかというご質問だと思うのですけれども、

私ども直接としては不満という形では現在聞いてはいませんので、ほかから聞いている方

がいれば、教えていただければどういうことがあるのかというのも考えられるのかもしれ

ませんけれども、現時点では直接聞いていないということでご承知おきいただければと思

います。

もう一点、増改修の進行状況ということでありますけれども、法人と協議している中で、

実際建築が始まっていく中で若干の変更の要望とかもありまして、そういった要望をして

いく中で設計変更も一部ありまして、若干のおくれはありますけれども、大きなおくれは

ないというふうに私どもは今考えているところであります。

以上でよろしいでしょうか。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 多岐にわたりお答えをたくさんいただきまして、再度新しい施策

ということで１点だけお伺いをさせていただきたいなと思うのですけれども、先ほどこれ

も細谷議員の質問に町長がお答えになっていたかなと思うのですけれども、ブドウの関係、
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担当のほうからお答えいただいてもいいのですけれども、前に一般質問のときでしたか、

お話をしたときには離農された農家二、三軒のところで定植をしていきたいというような

お話だったと思うのですけれども、先ほどもう定植されたのか、これからされるのか、ち

ょっと聞き漏らしたところがあるのですけれども、この点の今の状況についてお伺いした

いなと思います。

〇議長（村山義明君） 平中産業課長。

〇産業課長（平中敏志君） ワイン用のブドウの試験栽培でございますが、試験栽培の場

所につきましては松音知の離農された農場の空き地を活用するところが１カ所と、あとも

う一カ所については弥生の一般廃棄物処理施設の上のほうに、今ソバで使っていただいて

いるところなのですが、そこは町有地なのですけれども、そこの１区画を使うということ

で考えております。圃場の植えつけにつきましては、天候が悪かったり、寒かったりです

とか、土をならしたりですとか、起こしたりとかということで土壌改良を今しているとこ

ろで、来週ぐらいに植えつけができるかなという見込みでいるところであります。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） わかりました。

以上で私の一般質問を終わります。

〇議長（村山義明君） これで宮崎さんの一般質問は終了いたしました。

ここで議場の時計で午後２時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 １時５３分

再開 午後 ２時１０分

〇議長（村山義明君） 会議を続けます。

一般質問を続けます。

引き続き、受け付け号４、議席番号７番、星川さん。

〇７番（星川三喜男君） 受け付け号４番、議席番号７番、星川です。私は、今回２問の

質問をさせてもらいます。

それでは、１点目、企業誘致のその後についてでございます。町長は、昨年の多分春だ

ったと思うのですけれども、貝化石を製品化するための企業誘致を表明されましたが、そ

の後進展はあったのか。進出予定企業は、先駆けて町内に民間アパートを建設し、町から

多額の補助金を得ている。その関係で、補助金と企業誘致は関連があるのか伺いたいと思

います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

企業誘致施策に係る貝化石の取り組みについては、誘致予定企業は既に鉱業権、採掘権

を取得しており、現在林地開発許可のための調査、測量を行っております。工場に関して
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は、具体的な事業計画の策定に取り組んでおり、施設や設備に関する内容がほぼ固まって

きており、おおむね今月中には正式な提出があるというふうに予定されております。現状

としてさまざまな手続等に時間を要していることから、実際に施業を行うのは早くても平

成３０年度当初ころになるものと想定しています。また、貝化石の事業と民間アパート建

設は別事業であり、補助金の関連はないということであります。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） ただいまの町長の答弁ですけれども、今月中に正式な事業計画

等が提出される予定とありますが、この話が出た時点で１年後、要するにことしの春には

多分企業が実施されているというようなそのときのお話でしたが、その後関係者の中では

情報が共有されて、わかっているかと思うのですけれども、私たち議員、そして町民には

全くこの企業誘致、またこの後にもちょっと質問するのですけれども、２問目の質問の中

も合致するのですけれども、なかなか町からの情報が発信されてきていない。そして、先

ほど細谷議員の答弁にもありましたが、町は情報公開と住民参加を基本に運営、要するに

基本理念に立っていかなければならないものと認識していますとお答えされましたが、何

かこれは後退していると私は思っております。もう少し情報発信をしてもらわなければ、

私たちが出向いて町長や関係課長に聞けば、それは情報が伝わるかもしれないけれども、

私も内気なもので、そこまで尋ねられないというのが本音でありまして、町民に聞かれて

もなかなか返答できないのです。どこに建つの、どんな工場なの、そして公害問題はどう

なるのとか、そういうような質問をされても、なかなか私は答えることができないのが実

際です。

それで、今月中に提出予定がありますとありましたが、提出した後、これは先に町民に

説明会を開いてもらいたいと思います。というのは、立地場所、そして建ったところによ

って、要するに公害問題、そのような懸念がなされておりますので、町民の理解を得ても

らうのが先だと思います。それからでも、企業誘致は町民のオーケーサインが出た後でも

いいのでないのかなと私は思いますが、町長のご意見はいかがでしょうか。

それと、確かにアパートの関係とは補助事業の関連はありません。このアパートの建設

予定地がどのようにしてこの会社に伝わって、そこに建ったのか、再度お聞きいたします。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 昨年のたしか２月くらいだったと思います。私のほうに今回の事

業に関して事業主となられる方から、事業開始に向かって相談がございました。この段階

で速やかに私としては議会にもお伝えをしたというふうに考えています。ただ、具体的に

話を進めていく中で、実際に鉱業権の取得の問題、それからこれは今回の事業者の問題と

いうわけではなくて、前事業者の方が林地開発許可をとらないまま事業をやっていたとい

うような、そういったような事情もあって、これらの手続というものに時間を要したとい

うことで、林地開発許可についてまだ実際は終わっていないというような状況にあります。

それと、当初のこの企業の方がお持ちいただいた計画は、総事業費が十数億円というよ
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うな非常に大きな事業でありましたけれども、私どもとしても事業規模とかいろいろ不安

もございまして、実現可能性というようなことを含めていろいろやりとりをさせていただ

いてきています。当初は、事業者の方が相談していたコンサルタントもそれなりの補助制

度を活用していけるのではないかというような話もありましたけれども、これは国とか、

そういったようなところにもいろいろ問い合わせましたけれども、なかなかそういうもの

がそうあるということではなくて、今それでも１件、国の補助制度の活用もできるのでは

ないかというようなものについては相談をかけながら、その事業の規模、それに伴ってで

きるかどうかという判断になっていくと思うのですけれども、これまでの経過についての

部分については、一々公にするということが適切だったかどうかというところについては

判断に私としては迷うところがありますけれども、少なくともある一定の事業規模が固ま

った段階においては、これはしっかり説明をして、議会、町民のご理解をいただいた上で

誘致に至るというふうに考えておりますので、まず今具体的な計画、場所の問題も含めて

ですけれども、これらを整理した上でしっかりとした説明をしていくというふうに考えて

おりますので、この間ちょっと時間を要しましたけれども、今申し上げたような事情があ

ったというところでぜひご理解をいただきたいというふうに思います。

それと、アパートの関係については、細かいやりとりは担当課のほうから補足してもら

えればと思いますけれども、この方はもともと会社が富良野市のほうでアパート経営をさ

れていて、ここで操業を始めた場合の住宅の確保というようなところで相談を受けた際に、

本町の住宅事情、その中で民間のアパートの助成制度などによって一定の戸数確保を図っ

ていると。ただ、当初の計画は採用する職員の想定も相当な数でありましたので、到底そ

の段階の数を賄えるような状況ではなかったので、もしその規模でやるとなると、また住

宅の確保の問題ということを考えていかなければならないかなというような話をしており

ました。そんな中で、民間のアパートの助成というような制度があるということで、この

企業は既に多くのアパート経営もされていると、そういう実績から、また非常にアパート

としては建物の付加価値の高いというか、非常にいい賃貸住宅を提供しているというよう

なことから、ぜひこの地域でもそういったアパートを提供できればというようなことから

実施に至ったということでありますので、その部分は貝化石のほうの事業とは別だという

ふうにご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村山義明君） 山内建設課長。

〇建設課長（山内 功君） アパート建設の予定地についての関係なのですけれども、ア

パート建設予定地につきましては、一昨年から宮下定住団地だとか、消防だとか、あかね

団地の建設予定地の売り払いの情報を旬報によって出してあります。昨年もまた同じよう

な形で旬報で情報を発信しております。

以上です。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） 町長と課長の説明でわかりましたけれども、今後提出が決まっ
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たら、早急に町民に説明会をしてもらうということで納得してもらいたいと思います。

それで、民間アパートなのですけれども、私が行けば一番わかると思うのですけれども、

今入居されているのは満室なのですか、それとも作業員宿舎を確保する意味でまだあいて

いるのか、そこら辺だけ再度確認です。

〇議長（村山義明君） 山内建設課長。

〇建設課長（山内 功君） 今現在、６月の現在で１２戸のうち１０戸入居済みとなって

おります。あと２戸については、情報的にはまだ入ってきていません。

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。

〇総務課参事（長尾 享君） アパートの関係でちょっと補足したいと思います。

２戸の部分も今現在募集しているというふうに聞いていまして、従業員のために確保し

ているというわけではないというふうに聞いていますので、補足させてください。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） 私が行って調べれば、一番事が簡単で終わったことなのです。

１２戸のうち１０戸入居、そして２戸募集しているということですが、本格的に企業が誘

致されて始まったら、また民間アパートを建てるのですか、それとも従業員宿舎を建てる

のか、聞いているかどうかわかりませんけれども、３回目ですからもう質問はできません

ね。そのようなことで、どういった絡みでこういうような民間アパート、目的は作業員宿

舎というか、町民のために建ててくれたのだろうと思います。そこに先に、事業も始まら

ないで民間アパートを建設し、その民間アパートを運営して利益を得ていって、これから

民間アパートもまだ進展していくのかどうかはわかりませんけれども、今後このような規

模、町民の事情をあわせて、民間アパート建設のことについては建設課長も今後もっとも

っと検討していってもらいたいと、安易に民間アパートということを考えないでいっても

らいたいと思っております。

それでは、２点目の台湾との国際交流についてお伺いします。昨年の秋、町長みずから

台湾へ出張し、突如中華大学と協定を結び、華々しく国際交流をスタートさせました。そ

の後３月に中華大学関係者が来町しましたが、その後全くこれも話が聞こえてきませんが、

今後どのような事業展開を考え、また動き出すのか伺いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

台湾との交流につきましては、中華大学生のインターンシップの受け入れについて大学

関係者と協議を進めており、７月４日から８月１０日までの３８日間、予定では４名の大

学生を受け入れることを先日確認させていただいたところです。学生の皆様は観光学科の

生徒であり、本町の外国人観光客の誘致に向けた対応や本町の観光情報の発信、周辺町村

も含めた道北の観光資源の掘り起こしなどを担っていただく予定となっております。

中華大学とは別日程で本町に来町された中華航空関係者との事業展開については、具体

的な協議は進んでいない状況でありますが、試験的に本町を中心とした周辺地域でのツア
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ーの検討がされるなど、今後も関係者と連携を図りながら、本町にとって有益と見込まれ

る事業展開ができれば、進めていきたいというふうに考えているところであります。華々

しくということではなく、地道に進めているということであります。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） それでは、再質問させてもらいます。

今答弁で、７月４日から８月１０日までの３８日間、予定される４名の大学生を受け入

れるということなのですが、これは継続的なことなのですか。年何回かこうやってインタ

ーンシップを受け入れるということなのか、それともその後中頓別町民が逆に、中学生で

もいいですよ、そういった経験、台湾へ行ってそういうところの経験もさせるような試行

を考えてもいないのかお伺いします。

それと、中華航空関係者との事業展開でございますけれども、その後そちらのほうと全

く検討がなされていないのかどうかなのですけれども、間にちょっと、私個人のことなの

ですけれども、この関係者絡みで小頓別地域にとっていい話もいろいろと持ち出されてき

て、何人かで話し合いをしている最中なのですけれども、今後町も交えて小頓別地域のこ

とを考えていってもらえるという、そういった関係者もおりまして、その後そういった話

は町のほうにも聞こえていないのかどうかお伺いします。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） まず、今回のインターンシップの関係でありますけれども、これ

は大学の授業の中の単位の取得というか、生徒にとってそういう位置づけにもあるという

ことでありまして、基本的には今年１回の実施で、次年度以降につきましては今回の実施

の結果を踏まえて、先方の評価もありますでしょうから、どうなるかというようなこと、

当然受け入れたこちら側のほうの課題等もありますので、実施後に両者でこの事業の検証

を行った上で、どうしていくかということを考えていくことになるのではないかというふ

うに思っています。そのあたりが良好に継続されるというような状況であれば、また先ほ

ど言われたような広がり、学生だとか地域の方というような広がりも可能性としてはある

かもしれませんけれども、まだ現時点でそこまでのところは考えている段階ではないとい

うことであります。

それと、中華航空ツアーの関係でありますけれども、先方関係者の中でもいろいろ見方

があるのかなというふうに思いますけれども、やっぱり一番の課題となったのは宿泊する

ところということ。すぐ試験的なツアーを送りたいというお話でありましたけれども、時

期的に例えば２０人とかという規模を当町で受け入れられるかというと、施設があいてい

ればいいのですけれども、ちょうど繁忙期だと既に予約で埋まっているというような状況

も想定され、なかなか難しいのかなと。そんな中で、そういうツアーのオペレーション自

体は本町のほうで取り組みつつも、周辺町村の宿泊施設を活用するというような方法など

についても検討した経緯はありますけれども、それについても結論から言うと実現には至

っていないというようなことであります。基本的には宿泊する場所、食事をする場所、そ
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れと夜も含めてある程度楽しめる場所と、そういったようなことなどがツアーの構成要件

として必要かなというふうに言われておりまして、なかなかすぐにはそれに応えていくと

いうことは難しいかなというようなことであります。先方としては、若干こちらサイドの

スピード感のないところに不満もあるかもしれませんけれども、町としても一足飛びにそ

ういったことを展開するということではなくて、今回はあくまで中華大学のインターンシ

ップの受け入れを中心とした協定から始めると、そういうスタンスでおりましたので、町

としても無理なことを性急にするということにはならないのかなというふうな思いでおり

ます。

それと、小頓別にある建物に対して先方が非常に関心をお持ちになっていてというよう

なお話は伺っております。我々としても実はその施設については、後ほど予算のほうでも

ご説明をさせていただくことになると思いますけれども、新しい補助事業、１０割の事業

を活用して活用を検討していきたいとしているところでありまして、ぜひそのあたり折り

合いをつけて、いい形で活用できるような事業になればなというふうに考えているところ

であります。若干調整を要するところがあるかもしれませんけれども、前向きにそれらに

ついては解決して、進むようにできればというふうに思っております。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） わかりました。町長が言うように、背伸びして急に急いで事業

展開をすることなく、地に足をつけてゆっくりとやっていくのが一番いいのかなと思って

おります。

私が今回のこの提案、質問を２点したのは、さっき言ったように、町長が先頭になって

このような事業を展開している中でなかなか情報が共有できないというのがありまして、

こういう質問をさせてもらったわけなのですけれども、これとあわせて、きょうの行政報

告の中に私は入るのかなと思ったのですけれども、歯科医師、診療所のことです。前回ま

でいろいろと騒がれていた道の厚生局からの指摘などが、その中間発表も途中経過も何も

なしに、前院長がやめたから、もういいのだというような感じで報告もないのか、全くそ

こら辺が私にとっては納得いかないところでありまして、今後そのようなことのないよう

に、情報は絶え間なくお互いに相交えて情報を提供してもらいたいなと思っているわけな

のですけれども、その点最後に、そういったことを踏まえて町長は今後どのように議員に

対して情報提供してくれるのか、再度伺いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 最初に、厚生局の関係でありますけれども、先回の指導から１年

経過した段階で再度指導があるというふうになっていました。もちろん先生がかわったの

で、これはどうなるかわかりませんけれども、そういったことを経て、最終的にどうなっ

たかということについてはちゃんと報告はさせていただきたいというふうに思っておりま

して、終わったとかということではないので、そこはご理解いただきたいと思います。

町が進めている事業に関してなかなか情報が伝わらないというお話でありまして、その
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ことについては率直に反省を申し上げたいというふうに思いますけれども、対議会との関

係で申し上げると、逆に言えば私どもも説明させていただく機会をぜひもっともっと持ち

たいというふうに思っています。常任委員会だけではなくて、全員協議会という仕組みも

ありますので、昔は事前調整というか、そういうものとしてあって、それは好ましくない

という想定で本町の場合は開催されていないのかなというふうにも思いますけれども、政

策の内容とかを率直に審議、議論し合える場であると私は思っておりまして、ぜひそうい

う機会などを、むしろこちらのほうがたくさんできるような運びになれば大変ありがたい

というふうに思っているところでありまして、ぜひその辺については今後協議をさせてい

ただければというふうに思っているところであります。また、町民の皆さんに対しても、

できるだけそういう政策に関する情報を早く適切に伝えていけるようなことも考えていか

なければならないというふうに思っておりますし、あわせて細谷議員の質問にも答えたと

おりでありますけれども、そういった観点からも進めていきたいというふうに基本は思っ

ておりますので、ご理解を賜ればというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） 以上で終わりにします。よろしくお願いいたします。

〇議長（村山義明君） これで星川さんの一般質問は終了いたしました。

引き続き、受け付け番号５、議席番号６番、東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 東海林です。観光地域づくり振興計画概要からお尋ねいたしま

す。

顧客に対するワングレードアップ提供の具体的な対策などがなかなか見えてこないので

す。どうも理念ばかりが先走って、理念の説明が多いような気がするのですが、そこで具

体的にはここで記述されているワングレードアップは何をどう変えようとしているのか、

それがグレードアップと言っている意味なのか、その辺がよくわからないので、ちょっと

解説してください。

それから、ピンネシリ温泉の未来像を具体的にお聞かせいただきたいのは、概要で言っ

ているのは現在の位置からコテージ側に移して云々とあります。何をどう移すのか、その

辺がなければわかりませんので、教えてください。

それと、概要にちょっとがっかりしているのは、鍾乳洞の将来の姿が全く表現されてい

ません。私は、鍾乳洞の存在はピンネシリ温泉と町の観光の２大拠点と思うのです。なぜ

鍾乳洞の将来像が表現されないのかお聞きしたいと思います。

それから、最後に、観光に対する町民意識の変革を求めて研修、説明会で人づくりを目

指すとありますが、誰がこれを担うのでしょう、どなたがやるのでしょうか、その辺お聞

かせいただければ。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

ちょっと長くなるので、大変申しわけありません。まず、１点目でありますけれども、
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観光振興計画では本町でゆっくりと滞在を楽しむ顧客をメーンターゲットとしており、本

町での滞在を快適に楽しんでいただくことが重要と捉えております。そのためには、宿泊

施設の設備等の改善と本町の観光関連施設の連携を図っていくことが必要との認識をして

いるところであります。宿泊施設については、敏音知地区にあるコテージの改修及び周辺

の整備に向けて、改修内容の検討を速やかに進めていきたいと考えております。また、観

光関連施設間の連携につきましては、観光地域づくりを進める民間組織、ＤＭＯの設立に

より観光施設の一元的な管理運営と情報発信、マーケティングの実施による滞在のプラン

の企画、販売を進めることにより、ワングレード上の上質な滞在スタイルが確立されるも

のと考えております。本年度は、コテージ等の改修に係る調査設計を実施するほか、観光

振興計画を進めるため、暮らし体験フォローアップ事業を実施し、ＤＭＯ設立に向けた具

体的な方法について協議検討を進めることとしております。

２点目であります。ピンネシリ温泉につきましては、施設、設備も老朽化していること

や利用者のニーズに合わない設備等も見受けられることから、温泉の将来のあり方を見据

えた整備を検討することは重要と考えております。本町は、地域的にもツアー客が大型の

観光バスを利用して訪れるような観光地を目指すのではなく、本町での滞在を楽しんでい

ただける家族やグループ等をターゲットとした滞在型、体験型の観光地を目指す方向で進

めていきたいと考えております。そのためにも、訪れる方々が快適に滞在していただける

施設の整備を進めていかなければならないと考えております。ピンネシリ温泉は、町民の

保養施設であるとともに、本町においては数少ない宿泊施設であることから、温泉の再整

備等の考え方について今後検討していきたいと考えております。

３点目であります。観光振興計画では、主として交流人口をふやし、本町のファンとな

った方々を最終的には移住へと結びつけていくというコンセプトのもと、地域全体の課題

や問題点を洗い出し、地域全体がどうなっていきたいかという観点から検討、協議を進め

てきたところです。そこで、地域全体が一体となって観光客の誘致を進めるための組織の

あり方などについて取りまとめさせていただいております。鍾乳洞につきましては、北海

道指定天然記念物であり、他の地域にはない資源であることから、ふれあい自然公園とし

て整備も進めてまいりましたが、今後も本町の観光資源として貴重な存在であるとの認識

に変わりはありません。

４点目であります。本町が進めようとしている滞在型、体験型観光では、ガイドとなる

スタッフの育成はもとより、町民の皆様一人一人が訪れた方々との交流を深めていただく

ことが重要と考えております。観光地域づくりを進める民間組織ＤＭＯの設立に向けた勉

強会や説明会を通じて町民の皆様にご理解とご協力をいただけるように進めていきたいと

考えております。本年度に実施する観光振興計画推進のための暮らし体験フォローアップ

事業の中で具体的な方法について検討してまいります。これらの事業につきまして、４点

目ですけれども、町が主体的に役割を担っていくという考え方を持っているところであり

ます。
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〇議長（村山義明君） 東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 町長に一生懸命答弁していただいたのだけれども、私が言って

いることは簡単なのです。何をどう変えるとか、そういうことでなければなかなか納得で

きないところがあります。町長の答弁が余り難し過ぎるというか、もう少し頭の悪い私に

もわかるように言ってほしいのだけれども、まずグレードアップって何をどう変えるので

すか。例えばコテージの改修がグレードアップになるのか。それから、宿泊施設という言

い回しをしていると、それは温泉施設も入るわけです。温泉施設の宿泊部門をどうグレー

ドアップするのか、どう変えるのか。その辺を１つ聞きたいと思います。

それから、温泉施設を今の位置から道路の向かい側に持っていくという構想、これはこ

れでユニークな構想だと思うのです。しかし、それにはどういう宿泊施設が伴うのか、入

浴施設だけなのか、その辺が大事なところで、町民だって期待しているところなのです。

ただ向かい側に移すのではどうしようもないし、それと同時にこの記述の中では大型観光

バスを入れてやる云々を目指すものではないというのだけれども、これから建てる温泉入

浴施設、それから宿泊施設を目指すのであれば、３０人や４０人泊まれるようにしないで

どうするつもりですか。今の温泉ホテルは、あれは昔の湯治場の施設です。あれを宿泊施

設だなんていってグレードアップをして、ちょっと高い顧客を求めるなんていうことはで

きないと思うのです。施設そのものを根本的に考えを変えないと、一段上の顧客をつかむ

なんて夢のまた夢みたいな話なのです。それで、温泉施設をどうしようとしているのか、

これから考えるというのだったら、それはそれでいいのだけれども、観光振興計画からす

るとちょっとわからない部分があるのです。

それから、人づくりを誰がするのですかと聞いているのです。町がやるのですか、観光

協会に任せるのですか、その辺を聞きたかったのです。人づくりって大変なのです。教育

長ならよくわかっていると思うけれども、まさに社会教育をどう行うかという問題なので、

人づくりをやるというのは、簡単に言葉で言ったってできるものではないのです。だから、

それを誰がやるのか、担当課はどこになるのですか。

それから、これは本当は初めの質問書に書いておけばよかったのだけれども、町がつく

って町民に配った観光地域づくり振興計画、この一番裏の町長の挨拶の中に、３行目にで

すが、中頓別町の観光地域づくり振興計画を策定しました。これは過去完了ですよね。私

は見たことないのです。従来から議会の常任委員会において、観光振興計画は議決事項で

はないけれども、町にとって非常に重要な計画である。いろいろこれをつくる上において

それぞれの人の努力があったことは聞いておりますけれども、計画が固まる前に議会とし

ての意見も申し上げたいと、議会としても見せてもらいたいということを言っていたはず

です。これはもう計画ができ上がっているのですね、策定しましただから。これは、編成

過程において情報をいただきたいということを再三言っていたのがこういったことでは今

まで議会が何をやっていたのか、ちょっと私自身混乱してきたので、今策定したものはあ

るのですかという聞き方しかできないのですけれども、いかがでしょう。
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〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 私の答え切れないところは後で担当課のほうで補足をしてもらい

たいと思いますけれども、コテージ、温泉を含めて施設の位置、それから改修内容、それ

らについては具体的にはこれからの検討になっているというふうにまずご理解を賜りたい

と思います。考え方として、現状の施設の状況では言われているようなワングレードアッ

プの顧客の呼び込みというのはなかなか難しいというようなことから、そのあたりについ

てはこれから詳細に詰めていくという考え方であります。ただ、一つの考え方として、温

泉、道の駅、コテージ、そういったものが一体となっていることが望ましいという基本的

な考え方のもとに、配置そのものも道路をまたいで新たに集積させるという考え方もあっ

ていいのかというような議論がこれまでされてきているかなというふうに思います。ただ、

それらも含めて確定とするのはこれからの検討によるところだというふうにご理解をいた

だきたいと思います。

あと、宿泊施設のキャパシティーに関しても、現状温泉で最大３０コテージで２０くら

いですか、そういったようなキャパシティーになっているかなというふうに思いますけれ

ども、実際に具体的なターゲットとか、あるいは採算を含めた運営の規模とか、そういっ

たことも含めて今後の検討になっていくかなというふうに思っています。

あと、人づくりの主体の話は、先ほど最後にちょっと私は述べたつもりでおりますけれ

ども、答弁書の中になかったので。具体的にはＤＭＯとかいうような形の中で進めていっ

たりするというところはあるかもしれませんけれども、これらについては町がしっかり主

体的にかかわっていきたいという考え方を持っているということでご理解をいただければ

というふうに思います。

それと、計画の策定過程における議会への説明の不十分さというお話がございました。

大変申しわけありません。私としては、一定の説明をさせていただいてきたという認識で

おりましたけれども、計画の最終盤のところで町民のフォーラムと、そういったような形

ではやらせていただいてきたというところでありますけれども、確定前に議会への説明を

欠いた点については大変おわびを申し上げたいというふうに思います。計画そのものは理

念的なところを中心に持っているところではありますけれども、この計画、計画書と既に

なっておりますけれども、これらの推進に当たりまして具体的な展開を進めていく上では

しっかり説明をさせていただきながら取り進めていくという考え方でいきたいと思います

ので、経緯については率直におわびを申し上げまして、今後の進め方において穴埋めとい

うか、埋めさせていただくということでぜひご理解を賜ればというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 議会議員は８名いまして、観光振興計画については非常にみん

な関心を持っているのです。当町としても何としても鍾乳洞とピンネシリ温泉周辺を起爆

剤とした観光振興計画をきちっとつくって、そこに活性化を求めていくという願いみたい

なものを全員持っているのです。だからこそ、観光振興計画は議決事項ではないけれども、
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我々もかかわっていこうと、言うべき意見は言おうということで、観光振興計画をつくる

上においてその過程の状況も含めて情報をいただきたいと、我々の願いや思いも場合によ

ってはそこで申し入れようという意気込みでやってきた。これは、常任委員会の所管事務

調査に入れてあるのです。そのことが全く動いてこないというのは、ちょっと議会軽視か

なと、そう言わざるを得ない。それもありますから、こういう大きな計画は、議決事項で

はないとしても、総合計画との関連性からいうと当然議会に報告を含めて情報提供しなけ

ればならないものだと私は思うのです。だから、その辺は町長も謙虚に、先ほど星川議員

も情報提供が悪いという言い方をしていました。その辺情報提供していただきたいと思う

のです。そのことはお願いになりましょうけれども、町長の考えとして先ほどそういった

方向でいくというお話もありましたから、それはそれでよろしいでしょう。

ただ、もう一点ちょっと伺いたいのは、私は従来から思っていたのだけれども、温泉の

担当課長もやりましたから、一番困ったのが源泉の問題です。あの山奥から何キロも引っ

張ってきて、雨が降るたびに水が濁っただとか、温泉の水が少なくなったとか、温度が下

がるのは当然です。だから、当時もお金があったらボーリングして温泉を出したほうがい

いのでないかと。もう３０年以上も前の話ですが、私が企画課長だった時代に業者が何人

も来て、中頓別町は温泉が出ますと、もう地質調査もしていると、一番確実なのは敏音知

地区、２番目が旭台地区と、そこまでちゃんと読んでいるのです。その後、豊泉にも出る

だろうという見方をしていました。ですから、もしホテルを移設するということになるの

であれば、いつまでもあの山奥から源泉を引っ張るのではなくて、施設も新しくするので

あれば、１億円はかかるのでしょうけれども、ボーリングをするぐらいのつもりで将来的

には潤沢な温泉経営ができるような方法を移設をするということであれば考えたほうがよ

ろしいのではないかと思うのです、私は。それは、これからまたさらに検討いただきたい

と思いますが、町長の今の移設という考えの中では多分今の温泉の源泉をそのままパイプ

を延ばして向かい側に持ってくるぐらいの考え方だろうと思うのですけれども、ボーリン

グについての私の一つの提案ですけれども、いかが思いましょうか、感想だけ伺いたい。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 今の導水施設につきましては、私が観光のほうを担当していたの

が平成２０年から平成２３年ぐらいの間だと思うのですけれども、その中で３カ年かけて

導水管を全て入れかえるというような事業をいたしました。基本的には源泉が当面枯渇し

ないだろうということと、今お話しになったような新たな泉源というか、源泉というか、

そういったものの確保ということは難しいだろうというようなことで、その際は現導水施

設の管の部分の入れかえというような事業をやってきています。最初の導水から二十数年

たった段階での入れかえということなので、今入れかえた管については当初の管よりもも

う少し長もちするのではないかというふうには考えているところであります。毎日きちん

と温泉の貯湯槽、あそこで水量を見ていけば、管の施設の中に問題があれば早目に発見で

きるかなというふうに思っていますので、私自身はそれが今後も長く続くのかなという想
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定でおりました。

かつてあった温泉のボーリングをしたら出るというような可能性については、大変残念

ながら後々私が担当していたときも資料等については受け継がれていなかったかなという

ふうに思います。まずは、そういった過去の資料や、識者に対してそういう可能性がある

かというようなことについてはしっかり調べていきたいというふうには思いますけれども、

今の段階で感想としてはその可能性があるかどうかについて述べるのは難しいところがあ

るかなというところで、ご勘弁をいただければというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 再々質問したことになりますので、以上で終わりますけれども、

町長、観光振興計画だけは、まだ書籍として出ていないことは知っているのだけれども、

策定したという言い方はちょっと失敗だったと思うのだけれども、早く作成しなければな

らないことと、それ以前に議会に状況も含めて情報公開すると、そのぐらいのことは今後

努力していただきたいと思います。

以上で終わります。

〇議長（村山義明君） これで東海林さんの一般質問は終了いたしました。

これで一般質問は終了しました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３時００分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を続けます。

◎議案第３０号及び議案第３５号

〇議長（村山義明君） 日程第２１、議案第３０号 中頓別町民有林森林整備振興条例の

制定の件、日程第２２、議案第３５号 平成２９年度中頓別町一般会計補正予算を一括議

題とします。

本件について順次簡略に提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第３０号 中頓別町民有林森林整備振興条例の制定について

は平中産業課長、議案第３５号 平成２９年度中頓別町一般会計補正予算につきましては

長尾総務課参事から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 平中産業課長。

〇産業課長（平中敏志君） それでは、６９ページになります。議案第３０号 中頓別町

民有林森林整備振興条例の制定について。

中頓別町民有林森林整備振興条例を別紙のとおり制定する。
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平成２９年６月１５日提出、中頓別町長。

議案の７２ページをお開きください。制定の要旨でございますが、中頓別町内における

民有林森林整備事業に要する経費の一部を助成し、伐採跡地等の荒廃を防ぎ、森林の公益

的機能の向上及び林業の振興に資することを目的に制定するものであります。

以上、簡単でございますが、説明とさせています。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。

〇総務課参事（長尾 享君） 議案第３５号 平成２９年度中頓別町一般会計補正予算に

ついてご説明いたします。

１ページをお開きください。平成２９年度中頓別町一般会計補正予算。

平成２９年度中頓別町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，５３８万９，０００

円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億２，８００万６，０００円

とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は「第２表債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。

平成２９年６月１５日提出、中頓別町長。

先ほど常任委員会付託案件との議会運営委員会報告がございましたので、事項別明細書

の内容につきましては省略し、本会議での提案説明とさせていただきます。よろしくご審

議お願い申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、お諮りします。

ただいま議題となりました議案第３０号及び議案第３５号は、議会運営委員会報告のと

おり、いきいきふるさと常任委員会に付託して審査したいと思います。これにご異議ござ

いませんか

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第３０号及び第３５号は、いきいきふるさと常任委員会に付託して審査す

ることに決定いたしました。
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常任委員会審査のため、ここで暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時０４分

再開 午後 ４時５７分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

◎延会の議決

〇議長（村山義明君） お諮りします。

議案審議の途中ですが、時間も相当経過しておりますので、本日はこれにて延会し、残

りの事件につきましては明日６月１６日午前９時３０分から会議を再開して審査を行いた

いと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて延会し、あす６月１６日午前９時３０分から会議を再開して、

議案第３１号 中頓別町地域づくり活動支援補助金条例の一部を改正する条例の制定の件

から審査を行います。

◎延会の宣告

〇議長（村山義明君） 本日は大変ご苦労さまでした。

（午後 ４時５７分）
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